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序 調査の概要 

（１）調査の目的 

本市では、平成３０年に策定した「第２次安城市市民協働推進計画」の計画期間が令和５

年度で終了するため、令和６年度から令和１３年度までの８年間を計画期間とする「第３次

安城市市民協働推進計画」の策定に着手しています。 

本調査は、本市の市民協働に関する現状を分析し、協働によるまちづくりを推進する施策

を検討する際の基礎資料とすることを目的に実施するものです。 

（２）調査対象及び調査方法 

①調査対象 

・市内の８１町内会・自治会すべて 

②調査方法 

・郵送により調査票を配布。 

・回収は、郵送による回答とＷｅｂページからの回答のいずれかを回答者に選択していただ

き実施しました。 

③調査実施時期 

・対象者へは令和４年９月１２日（月）に郵送にて発送しました。 

・回収は９月２７日（火）を回答締切日として実施しました。なお、締切日以降に返送され

てきた調査票（郵送回答・Ｗｅｂ回答）についても可能な限り集計に加えています。 

（３）調査票の回収状況 

・回収状況は以下のとおり。 

表-1 回収状況 

Ａ：配布数 Ｂ：回収数 Ｃ：有効回収数 
Ｄ：有効回収率 

（％） 
Ｄ=Ｃ／Ａ 

８１ ７７ ７７ ９５．１％ 

《参考》前回調査（平成２８年７月）の有効回収率８３．５％ 

          （郵送・Ｗｅｂ別回収数） 

 郵送による回収数 Ｗｅｂでの回収数 回収数 計 

 ６３ １４ ７７ 

（４）グラフの見方 

・グラフは、原則として単数回答は帯グラフ、複数回答は横棒グラフを用いて表現していま

す。基数となる実数（各設問の回答者数）はｎとして掲載し、各グラフの構成比（％）は

ｎを母数とした割合を示しています。 

・図中の構成比（％）は、複数回答、単数回答ともに、小数点以下第２位を四捨五入してい

ます。その関係で合計は必ずしも 100.0％にはなりません。 

・一部のグラフにおいては、「回答なし」は省略してあります。また、設問のカテゴリー（選

択肢）などの表現は、一部省略してある場合があります。 
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１ 町内会の組織について 

（１）町内会長在職年数 

問１ 現在の町内会長の在職年数は何年ですか。（○印は１つだけ） 
   
 

要
点 

現在の町内会の在職年数が３年未満という町内会が６割超（63.7％）を占めてい

ます。平成 28年調査との比較では、「５年以上 10年未満」の割合が大きく伸びてい

ます。 
 

全
体 

○現在の町内会長の在職年数については、「１年未満」が 33.8％で最も高くなっています。

次いで「１年以上３年未満」の 29.9％が多く、町内会長の在職年数が３年未満という町

内会は、全体の 63.7％と６割を超えています（図 1-1）。 

○「５年以上 10年未満」は 15.6％、「10年以上」は 6.5％で、両者を合わせた町内会長の

任期が５年以上となる町内会は 22.1％と２割を超えています（図 1-1）。 

○過去の調査（平成 24年・28年調査）と比較すると、「１年未満」、「１年以上３年未満」

は、ともに平成 24年調査、平成 28年調査よりも低くなっています。町内会長の在職年

数が３年未満の割合は、平成 24 年調査から順に、72.1％、72.7％、63.7％で、平成 24

年調査と比較すると 8.4ポイントの低下となっています（図 1-1）。 

○平成 24 年調査では「５年以上 10 年未満」が 13.2％であったものが、平成 28年調査で

は 6.1％に減少していましたが、今回調査では 15.6％となり、「５年以上 10年未満」の

割合は高くなっています。逆に「３年以上５年未満」については、平成 24 年調査では

8.8％であったものが平成 28 年調査では 15.2％に増えましたが、今回調査では 11.7％

でやや低下しています（図 1-1）。 

 

図 1-1 「町内会長在職年数」（平成 24年・28年調査との比較） 
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（２）役員の選出方法 

問２ 町内会の役員の選出はどのように行っていますか。（あてはまるものすべてに○印） 
   

（問 2で、立候補又は他人からの推薦と回答した方へ） 

問３ 候補者が複数いた場合の決定方法は次のどれですか。（○印は１つだけ） 
   
 

要
点 

役員の選出方法については、「立候補､又は他人からの推薦」が 72.7％で最も高く、

候補者が複数人出た場合は「投票」という町内会が主流となっています。なお、「輪

番制」をとっている町内会も約１割（10.4％）みられます。 
 

全
体 

○役員の選出方法については、「立候補､又は他人からの推薦」が 72.7％と最も高くなって

います。「順番に役職が回ってくる（輪番制）」は 10.4％、「その他」は 22.1％です（（図

1-2-1）。 

○「立候補､又は他人からの推薦」で候補者が複数いた場合の決定方法としては、「投票」

を行うケースが 69.6％で最も高くなっています（図 1-2-2）。 

 

図 1-2-1 「役員の選出方法」 －複数回答－ 

 

 

 

図 1-2-2 「候補者が複数いた場合の選出方法」 
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（３）町内会加入率 

問４ 町内会への加入率はどのような状況ですか。（○印は１つだけ） 
   
 

要
点 

町内会の加入率について、「ほぼ横ばいである」が 40.3％と約４割を占めていま

す。『減少傾向にある』町内会が『増加傾向にある』町内会を 19.5 ポイントも上回

っています。 

前回調査（平成 28 年調査）までは、『増加傾向にある』が『減少傾向にある』を

上回っていましたが、今回調査で逆転し、この６年で『減少傾向にある』町内会が

大幅に増えています。 
 

全
体 

○町内会の加入率について、「ほぼ横ばいである」が 40.3％と約４割を占めています（図

1-3）。 

○加入率が「かなり増加傾向である」は 3.9％にとどまっていますが、「微増傾向である」

は 15.6％で、両者を合わせた『増加傾向にある』は 19.5％で、全体の約２割は加入率が

増加しています（図 1-3）。 

○一方、「微減傾向にある」が 35.1％、「かなり減少傾向である」が 3.9％で、両者を合わ

せた『減少傾向にある』は 39.0％で、全体の約４割は加入率が減少しています。『減少

傾向にある』町内会の方が 19.5ポイントも上回っています（図 1-3）。 

○過去の調査（平成 24年・28 年調査）と比較すると、『増加傾向にある』は平成 24 年調

査では 35.3％、平成 28 年調査では 25.7％、今回調査では 19.5％と徐々に減少してお

り、平成 24年調査との比較で 15.8 ポイントも減少しています（図 1-3）。 

○同様に、『減少傾向にある』は、平成 24年調査から順に、10.3％、7.5％、39.0％と推移

しており、この６年で『減少傾向にある』町内会が大幅に増えていることがわかります

（図 1-3）。 

 

図 1-3 「加入率」（平成 24年・28年調査との比較） 
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（４）町内会に加入しない理由 

問５ 町内会に加入しない世帯では、どのようなことが未加入の理由として多いと思われま

すか。（あてはまるもの２つまで○印） 
   
 

要
点 

「加入しなくても困らないから」が町内会へ加入しない最も大きな原因と考えら

れています。その割合がこの６年で急増しています。 
 

全
体 

○町内会に加入しない理由としては、「加入しなくても困らないから」が 59.7％で最も高

くなっています。次いで、「会費を払いたくないから」の 29.9％、「町内会活動に関心が

ないから」の 27.3％が続いています（図 1-4）。 

○さらに、「近所付き合いがわずらわしいから」と「役員になりたくないから」がともに

18.2％、「アパート住まいで短期の居住になるから」が 15.6％となっています（図 1-4）。 

○過去の調査（平成 24年・28年調査）と比較すると、「加入しなくても困らないから」は、

平成 24年調査から順に、23.5％、28.8％、59.7％と推移しており、この６年で 30.9 ポ

イントの増加と大きな変化をみせています（図 1-4）。 

○このほか、「会費を払いたくないから」、「町内会活動に関心がないから」、「近所付き合い

がわずらわしいから」、「役員になりたくないから」はいずれも前回調査（平成 28 年調

査）と比べると割合が高くなっています（図 1-4）。 

 

図 1-4 「町内会に加入しない理由」（平成 24年・28年調査との比較） －複数回答－ 
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（５）町内会への加入促進策 

問６ 町内会への加入を促進するために、行っていることがありますか。 

（あてはまるものすべてに○印） 
   
 

要
点 

約７割の町内会では、町内会への加入を促進するための何らかの取組を実施して

います。 

町内会で取り組まれている加入促進策としては、「未加入世帯や転入者に口頭で加

入を呼びかけている」が 53.2％、次いで、「未加入世帯や転入者にチラシを作成し配

布している」39.0％が多くなっています。 
 

全
体 

○「行っていることは特にない」が 27.3％となっており、これを除く 72.7％の町内会で

は、町内会加入促進のための何らかの取組を実施していることになります（図 1-5）。 

○何らかの取組を実施している町内会の割合は、平成 24 年調査では 69.1％、平成 28 年調

査では 75.7％で、平成 24年調査に比べると 3.6ポイントの増加となっています（図 1-

5）。 

○加入促進策としては、「未加入世帯や転入者に口頭で加入を呼びかけている」が 53.2％

と最も高く、半数以上の町内会で取り組まれています。次いで、「未加入世帯や転入者に

チラシを作成し配布している」が 39.0％となっています（図 1-5）。 

○過去の調査（平成 24年・28年調査）と比較すると、「未加入世帯や転入者に口頭で加入

を呼びかけている」については、平成 24年調査では 41.2％、平成 28 年調査では 51.5％、

今回調査では 53.2％で、取り組む町内会の割合は徐々に増えています。また、「未加入

世帯や転入者にチラシを作成し配布している」も同様に、16.2％、27.3％、39.0％とな

っており、取り組む町内会の割合は増えています（図 1-5）。 

○口頭での加入の呼びかけ、チラシの配布などの加入促進策に努力している様子がうかが

えます（図 1-5）。 
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図 1-5 「町内会への加入促進策」（平成 24年・28年調査との比較） －複数回答－ 

 

注：過去調査（平成 24 年、平成 28 年調査）では、「賃貸住宅のオーナーや管理会社に加入を呼び

かけている」を選択肢の一つとして設けていましたが、町内会長連絡協議会と愛知県宅地建物

取引業協会碧海支部と市が令和３年２月に「安城市における町内会等の加入促進に関する協定」

を締結したことから、今回調査では選択肢からは除外しています。 
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（６）取り組んでいる活動内容と力を入れている活動 

問７ 町内会において、現在どのような活動に取り組んでいますか。 

（あてはまるものすべてに○印） 
   

問８ 問 7で回答した活動分野の中で、最も自慢できる、又は力を入れている特徴的な活動は

何ですか。主なもの３つについて、「活動分野の番号」と「具体的な活動の名称」、「そ

の活動の概要」を下欄にご記入ください。 
   
 

要
点 

「防火・防災」に係る活動は９割以上、「高齢者介護の支援（見守り、サロン活動

等）」、「清掃・衛生」、「防犯・交通安全」、「祭り・盆踊り」に係る活動は８割以上の

町内会で取り組まれています。 

しかしながら、平成 28年調査と比較すると、取り組んでいる町内会の割合は大き

く減少しています。新型コロナウイルス感染症の感染拡大による活動自粛の影響と

考えられます。 
 

取
り
組
ん
で
い
る
活
動
内
容 

○町内会で取り組んでいる割合の高い活動分野を順にみていくと、「防火・防災」が 90.9％

で最も高く、約９割の町内会が取り組んでいます（図 1-6-1）。 

○次いで、「高齢者介護の支援〈見守り、サロン活動等〉」の 87.0％、「清掃・衛生」の 84.4％、

「防犯・交通安全」の 83.1％、「祭り・盆踊り」の 80.5％が高い割合を示しており、こ

れらの活動は８割以上の町内会が取り組んでいます（図 1-6-1）。 

○前回調査（平成 28年調査）と比較すると、「多文化共生」と「その他」を除くすべての

活動分野で取り組んでいる町内会の割合は減少しています。新型コロナウイルス感染症

の感染拡大で町内会が様々な活動を自粛している影響が結果に反映されているものと

考えられます（図 1-6-1）。 

○特に大きく割合を低下させている分野をみると、「青少年育成」は 54.5％から 20.8％と

33.7 ポイントの低下、「まちの美化」は 89.4％から 62.3％と 27.1 ポイントの低下、「ご

みの減量・リサイクル」は 75.8％から 49.4％と 26.4 ポイントの低下となっています。

いずれも 20ポイント以上の大幅な減少をみせています（図 1-6-1）。 

○平成 24年調査から平成 28年調査にかけては、町内会の活動は活発化している傾向がう

かがえましたが、令和４年調査では逆に活動が停滞しています（図 1-6-1）。 
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図 1-6-1 「取り組んでいる活動内容」 （平成 24年・28年調査との比較） －複数回答－ 

 
 

0 20 40 60 80 100

防火・防災

高齢者介護の支援

清掃・衛生

防犯・交通安全

祭り・盆踊り

健康づくり

地域施設の維持・管理

まちの美化

運動会・スポーツ大会

ごみの減量・リサイクル

自然環境の保護

障害者の支援

歴史・文化の継承

子育ての支援

青少年育成

生涯学習

多文化共生

男女共同参画の推進

子どもの貧困に関すること

若者のひきこもりの問題

わからない

その他

回答なし

90.9

87.0

84.4

83.1

80.5

68.8

67.5

62.3

59.7

49.4

37.7

37.7

28.6

23.4

20.8

16.9

7.8

7.8

2.6

2.6

0.0

3.9

0.0

100.0

95.5

97.0

92.4

90.9

72.7

77.3

89.4

77.3

75.8

45.5

40.9

31.8

24.2

54.5

21.2

6.1

1.5

0.0

91.2

52.9

88.2

94.1

86.8

73.5

82.4

70.6

72.1

57.4

13.2

41.2

25.0

48.5

70.6

10.3

1.5

(%)

令和4年調査（n= 77)

平成28年調査（n=66)

平成24年調査（n=68)

●ソート

70

66
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67
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36

65
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59
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48

-

52

51

50

48

59

56

46

51

48

38

50

49

29

30

39

29

27

9

22

21

28

18

16

17

16

36

33

13

14

48

6

4

-

6

-

-

2

-

-

2

-

-

0

-

-

3

1

7

0

0

1

(件) 

※H24該当カテゴリなし

※H28該当カテゴリなし
※H24該当カテゴリなし

※H28該当カテゴリなし
※H24該当カテゴリなし

※H28該当カテゴリなし
※H24該当カテゴリなし

※H28該当カテゴリなし
※H24該当カテゴリなし

※H24該当カテゴリなし
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力
を
入
れ
て
い
る
活
動 

○現在取り組んでいる活動分野の中で、最も自慢できる又は力を入れている特徴的な活動

を、３つまでを上限に回答してもらったところ、「高齢者介護の支援（見守り、サロン活

動等）」が 36.4％と最も高くなっています。次いで、「防火・防災」の 28.6％、「祭り・

盆踊り」の 27.3％、「清掃・衛生」の 22.1％が高く、これらはいずれも２割以上となっ

ています（図 1-6-2）。 

○さらに、「防犯・交通安全」が 19.5％、「運動会・スポーツ大会」が 14.3％で、比較的高

い割合を示しています（図 1-6-2）。 

○その他の活動については、いずれも１割程度以下にとどまっています（図 1-6-2）。 

 

図 1-6-2 「力を入れている活動」 －複数回答－ 
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高齢者介護の支援

防火・防災

祭り・盆踊り

清掃・衛生

防犯・交通安全
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ごみの減量・リサイクル

健康づくり

障害者の支援

青少年育成

歴史・文化の継承

子育ての支援

多文化共生

自然環境の保護

生涯学習

男女共同参画の推進

子どもの貧困に関すること

若者のひきこもりの問題

その他

回答なし

36.4

28.6

27.3

22.1

19.5

14.3

9.1

9.1

9.1

9.1

7.8

6.5
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5.2

3.9

2.6

1.3

0.0

0.0

0.0

1.3
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(%)
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28
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7

7
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5
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3
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1

0

0

0

1

14
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表 1-6-1 「最も自慢できる、又は力を入れている活動」 

 

町内会名 
最も自慢できる、力を入れている

活動１ 

最も自慢できる、力を入れている

活動２ 

最も自慢できる、力を入れている

活動３ 

里 
町内ふれあ

い運動会 

町内 5ブロック大綱

でスポーツ大会を

開催。全世代が参加

できるプログラム

としている 

七 夕 ま つ

り、我が町

の芸術展 

七夕かざりの設置。

町民のみなさまに

願い事短冊をお願

いしている。皆が楽

しめるイベントを 7

～8 種類用意してい

る 

防犯カメラ

の設置、青

パト、防犯

パトロール 

町内 18 箇所に防犯

カメラを設置。週 2

回程度、青パト巡

回、防犯パトロール

は約 20 チームで毎

週実施 

井畑 
花の道サー

クル 

猿渡川堤防に花壇

をつくり、維持管理

している 

友愛訪問活

動 

町内の一人住まい

高齢者（15 人）の状

況を確認している 

  

橋目 

スタンプウ

ォークラリ

ー 

幼児～高齢者まで

参加。中学生ボラン

ティア、町内会各役

員総出で準備、交流

する 

ふれあいカ

フェ、茶話

会 

高齢者の語らいの

場で引きこもりを

少しでもなくす 

早朝ラジオ

体操 

毎朝 6：30～6：45 間

に実施介護予防＆

世代間交流 

柿𥔎 七夕祭り 
小学生及び高齢者

の世代間交流 
町内運動会 

幼児から高齢者ま

での幅広い世代間

の交流及び親睦 

  

尾崎 防災訓練 自主防災活動 
町内一斉清

掃 
町内美化泥上げ 健康づくり 健康体操 

宇 頭 茶

屋 
防災 防災倉庫の充実 大祭 御神楽の練習   

東栄 

Route1. 安

城、東海道

松 並 木 の

会、西高根

用水緑道愛

護会 

国道 1 号の植栽帯、

ポケットパーク、旧

東海道の松並木、緑

道について清掃活

動を継続実施 

防災庫点検 

毎月 1 回、防災委員

らとともに点検し、

稼働点検も実施 

  

今池 
心を育てる

活動 

五平餅づくり、各種

ゲーム、工作を通し

て思いやりのある

心を育てる 

おしゃべり

喫茶 

マンネリ化したサ

ロン活動打破のた

め、町内会役員が主

導し、高齢者を対象

にお茶会を開催 

夏休み子ど

も宿題教室 

地位の人材を活用

するとともに町内

小学校との連携 

住吉 

地区防災計

画の策定、

手づくりハ

ザードマッ

プの策定 

家庭での防災への

備え（自分、家族の

安全確保）。地域で

の助け合い（一時避

難所で安否確認）。

自宅避難時の生活 

見守り 

民生委員のみなら

ず、町内福祉委員

会、老人会友愛訪問

と課題の共有 

見守り 

民生委員のみなら

ず、町内福祉委員

会、老人会友愛訪問

と課題の共有 

コ ー プ

野 村 新

安城 

自主防災会 安否確認     

井杭山 
公園の清掃

等 

特別力を入れてい

るわけではないが、

協力的 

障害者の支

援 

特徴的な活動はし

ていないが、近所の

人たちが注意をし

ている 

カフェ、サ

ロンの開催 

毎月 1回見守りの報

告と前月からの変

化の共有 

池浦 

町内の危険

個所の洗い

出し 

町内の不具合箇所

等の申し出に対し、

方向性の検討、改善 

安全大会等

の推進 

市民安全課、安城警

察との関係強化 

運動会、夏

祭りの開催 

町内のコミュニケ

ーション活動。子ど

もからお年寄りま

でが楽しめる行事。

今年度は中止しま

した。グランドゴル

フ大会、文化祭は開

催する 
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町内会名 
最も自慢できる、力を入れている

活動１ 

最も自慢できる、力を入れている

活動２ 

最も自慢できる、力を入れている

活動３ 

新田 

今年度は特

に犯罪抑止

モデル地区

指定のため 

特殊詐欺防止のた

め各世代に PR 中 
    

西別所 
立哨ボラン

ティア 

年 3回交通安全運動

に合わせて立哨し

ている 

祭り事業 

神社と地蔵祭は輪

番。町民 12人でお世

話をしている 

  

東別所 
防犯、交通

安全 

夜間パトロールを

1/2W、3～5 人で行っ

ている。スクールガ

ードの人たちが出

校日に活躍してい

る。交通安全運動期

間中、町内、老人会

の人たちが立哨声

かけ運動している 

清掃、衛生 

排水路清掃の外溜

桝清掃を年 2 回実

施。定期的に排水

路、溜桝に消毒剤投

与し、外注予防 

ごみ問題 

ごみステーション

を整備し、きれいな

場所にすれば、マナ

ーも良くなった。不

具合が出たら、写

真、不具合内容を回

覧板でお知らせし

ている 

別郷 夏祭り 
花火大会の）しだれ

やなぎ花火 
まちの美化 

道路、空地、竹やぶ、

各戸の道に面する

場所の草取りや清

掃 

  

別 所 団

地 

見守り活動

推 進 委 員

会。こもれ

びカフェ 

町内のボランティ

アが民生委員と協

力して、見守り活動

をしている。後継者

難。町内の福祉委員

が定期的にカフェ

を運営している。担

い手不足 

美心クラブ 

同好会有志が町内

の公園や川などの

おもに草刈りを定

期的に実施してい

る。後継者難 

  

北山崎 
自主防災訓

練 

実際の避難所であ

る東部公民館と東

高校で実施 

夏祭り 

今年は新型コロナ

で中止としたが、毎

年、安城自動車学校

で約 200名で盛大に

開催している 

秋の大祭 
神楽、巫女舞も伝統

として守っている 

高木 
鎮守の森ク

ラブ 

神社等の植樹の維

持管理 
神楽保存会 

小学生による奉納

神楽の伝授継承 
  

大岡 防災訓練 

防災機器の取り扱

い訓練を主体に多

くの町民に機器の

取り扱いを実践し

ている 

サロン活動

（わいわい

サロン） 

月に 1 回、茶話会を

行い、情報の共有を

行っている。参加者

は約 20 名 

大岡白山神

社にまつわ

る情報の発

信 

大岡白山神社は市

の文化財に指定さ

れており、神社にま

つわる歴史及び、関

連情報を月に 1回情

報の発信を行って

いる 

上条 
白山媛神社

大祭 

奉納神楽（笛、太鼓、

巫女、舞）6 月より

募集（小 3.4.5.）8

月より 10/17の大祭

に向けて 20 回以上

練習 

上条町ファ

ミリーフェ

スタ 

with コロナ・運動会

からフェスタに！

をスローガンに誰

でも気軽にゲーム

やニュースポーツ

に参加できるフェ
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町内会名 
最も自慢できる、力を入れている

活動１ 

最も自慢できる、力を入れている

活動２ 

最も自慢できる、力を入れている

活動３ 

スタの実施（今年の

目玉、初企画） 

栄町 

地 蔵 盆 祭

礼、秋葉神

社祭礼 

地元にある地蔵、秋

葉神社の参りを通

じて、町内会員の安

全を祈願している 

    

御幸 

資源回収、

ゴミステー

ション管理 

月 1 回の資源回収。

不法投棄の監視、ゴ

ミステーションの

清掃 

福祉委員会 

月 1回のサロン会開

催。適宜見守り活動

実施。福祉委員会に

て委員間での情報

共有。 

  

本町 見守り 

月 1回福祉委員会開

催。高齢者の健康状

態の確認、現状の報

告 

ごみ減量、

清掃、衛生 

チラシ配布。組長会

議にて組長の仕事

に取り入れ町民に

周知 

祭り 
本町津島神社の祭

礼、神事、前夜祭 

相生 

防 災 研 修

会、防災訓

練 

女性部が主催とな

り町民に防災がら

みの講習会などを

開く。町内会役員

（組長やマンショ

ン理事長、回覧担当

者など）に安否確認

や講習を半日参加

してもらう 

スクールガ

ード、防犯

パトロール

（夏の親子

防犯パトロ

ール） 

下校時（一部は登校

時）あいさつ運動も

含めて一年生含む

低学年の見守りを

している（4 か所）。

日曜日の夜に町内

を「火の用心」と拍

子木を打ちながら

ねり歩く（約 30 分） 

お茶のみサ

ロ ン 含 む

（若葉を楽

しむ会、敬

老 お 祝 い

会） 

毎月 3～4 回のサロ

ンを開き主に高齢

者の引きこもりや

運動不足を防ぐ 

クリスマス

会 

小学生、幼稚園児

（保育園）及び保護

者に多数参加して

もらっている集い 

    

末広 

第 1 回はコ

ロナのため

中止） 

防災訓練の実施（R4

年度は、コロナの他

中止）。防災資器材

の備蓄。安否確認票

の簡素化。防災委員

会の実施（第 1 回は

コロナのため中止） 

喜和会（老

人会）活動、

公園愛護会

の活動、子

ども会の活

動 

公園清掃（錦公園、

小堤公園）、街路樹

清掃、資源ごみ回

収、神清掃（安城神

社、秋葉神社、八幡

神社の祭礼） 

福祉委員会

の活動 

高齢者福祉（一人世

帯の見守り活動、認

知症に対する就業

支援、認知症に対す

る勉強会）、障害者

支援（障害者施設、

地域との交流支援） 

日の出 防災訓練 

今後はボランティ

ア団体に協力して

もらう 

日の出秋葉

社祭礼 
継続していくこと 運動会 

町内会最大の行事

として位置づけ。他

に有効な方策があ

れば、変更も可とし

て行う 

南町 
自主防災会

組織を設立 

年 1回防災訓練を行

っている 

納涼夏祭り

大会 

町内在住の方をメ

インに各種イベン

トを行う（カラオ

ケ、くじ引き、飲食

の配布等） 

福祉委員会

を設置 

各種支援を行って

いる（見守活動、サ

ロン普及、健康体

操、ふれあい交流会

等） 

土器田 多文化共生 

外国籍の方にも入

居時に通訳を交え、

町内会のルール、ご

み分別方法等説明

している 

自主防災 

春季、秋季。防災意

識向上のため 70％

以上の会員の方が

参加している 

大掃除 

春季、秋季。80％以

上の会員の方が参

加 

百石 防災訓練 

子ども会ブース、て

らべクリエイティ

ブ、大抽選会、子ど

も等のグランドゴ

ルフ、福祉ブース 

防犯パトロ

ール 

10名くらいで2班に

分けて町内を巡回

している 

3 世代交流

グランドゴ

ルフ大会、

百石フェス

ティバル 

子ども会ブース、て

らべクリエイティ

ブ、大抽選会、子ど

も等のグランドゴ

ルフ、福祉ブース 

城南 - 

町内会行事に中学

生を起用し、全て撒

かせる。子どものス

クールガードや見

見 守 り 活

動、サロン、

老人会 

福祉委員会の開催、

見守り対象者の情

報共有、マップづく

り等 
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町内会名 
最も自慢できる、力を入れている

活動１ 

最も自慢できる、力を入れている

活動２ 

最も自慢できる、力を入れている

活動３ 

守り等で小学生の

時から顔見知りの

関係をつくる 

大山 盆踊り 
子どもの太鼓（小 5

～6） 

見守り、サ

ロン 
助け合い、話し相手 防災訓練 AED、ビデオ 

東尾 20 サロン 

町内のボランティ

アの方々により毎

月 20 日にサロンを

開催。高齢者が集い

種々のゲームや体

を動かす行事を行

い高齢者の生きが

いと健康づくりを

行っている 

    

河野 - 
公民館、町内会事務

所の清掃 
- 

ペットボトル、電池

の回収 
  

箕輪 
町内排水路

一斉清掃 

町内 17 地区の排水

路を利用している

田畑の地権者（町外

含）及び、一般家庭、

企業に協力を得て

清掃業務をし、排水

路の維持に努めて

いる（1 月末から 3

月上旬） 

    

二本木 町内会行事 

祭り、盆踊り（夏祭

り）、文化祭、健康体

操、ラジオ体操（町

内 5 ケ所で実施）朝

6：30～ 

    

二本木 
防犯パトロ

ール 

月一回 連合全町

で一斉に防災パト

ロールを実施 

ゴミステー

ション巡回 

毎日連合町内を巡

回し不法投棄など

を回収している 

  

美園 

春季、秋季

文化祭。ふ

れあいサロ

ン。夏祭り 

若者、老人、二分化

した会員の参加を

目標 

ふれあいグ

ランドゴル

フ大会。盆

踊り。ふれ

あいスポー

ツ広場。ふ

れあいウォ

ーキング 

3 世代家族の参加を

目標 
  

二 本 木

新町 

前・後期の

防災訓練 

避難方法と避難の

訓練（トイレなど） 

防犯パトロ

ール 

青パトを使って町

内を放送しながら

巡回している（組長

と町内会長がそれ

ぞれ 1 回/週実施 

健康体操 

月 1 回、1 時間の体

操と 30 分のお茶会

を開催し、健康と談

話を楽しんでもら

っている 

三 河 安

城 

ママのおし

ゃべりサロ

ン 

月 2 回、未就園児の

ママや、もうすぐマ

マを対象に、おしゃ

べりや季節のイベ

ントを開催してい

る 

まちの美化 
神楽山公園の花壇

づくり 

地域施設へ

の維持、管

理 

毎週 1 回、三河安城

コミュニティセン

ターの清掃を町内

会長とボランティ

アで行っている 

依佐美・

美 園 住

宅 

町内会たよ

りのポルト

ガル語翻訳 

ブラジル国籍の方

が多いので月 1たよ

りの翻訳による情

報発信 

月１回の定

例掃除 

月に 1度定例掃除の

実施。敷地内の公園

など委託契約によ

る草刈り 

  

福釜 

①歴史愛好

会②神楽保

存会 

①町内文化祭での

郷土の偉人、まち紹
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町内会名 
最も自慢できる、力を入れている

活動１ 

最も自慢できる、力を入れている

活動２ 

最も自慢できる、力を入れている

活動３ 

介の実施②祭礼時

の神楽奉納演奏 

赤松 

ふれあい夏

まつり、ウ

ォークラリ

ー 

町民のコミュニケ

ーション 
    

古井 

青パト、小

学生下校見

守りパト 

青パトは週 2 日、下

校見守りは毎日実

施している 

    

古 井 新

町 

ごみ置き場

の新設、改

良。毎週 1

回ごみ置き

場の見守り

（清掃、分

別） 

各地域の清掃当番

は別にいるが、町内

会でごみ分別、清掃

を行っている。今年

度はカラス、猫対策

としてごみ箱を 4ケ

所新設 

週 1 回見守

り活動、毎

月 1 回サロ

ン活動、2ケ

月毎福祉委

員会 

福祉委員会で見守

り活動の内容を継

続して記録してい

る 

毎週 1 回の

健康体操、

毎週 1 回の

アシスト体

操、夏休み

ラジオ体操 

毎週 1回は体力別に

健康体操教室を開

催。年 1 回、フレイ

ルチェックを行い

体力、気力のチェッ

クをしている 

古 井 住

宅 

麻雀、グラ

ン ド ゴ ル

フ、ボッチ

ャ、ふれあ

いサロン、

カラオケ 

各サロンで和気あ

いあいと行ってい

る 

    

石井 安否確認 

防災訓練の日に全

戸に対し安否確認

を実施。玄関先に黄

色タオル等を掲げ

てない家は台帳を

元に確認 

兵松公園清

掃 

毎月第二土曜日に

ボランティアさん

で草刈り、清掃を行

っている 

茶話会、健

康体操サロ

ン 

毎月第一・二火曜日

に茶話会、第三・四

金曜日に健康体操

サロンを開催し、町

民の交流、見守りの

場となっている 

榎前 
町内体操教

室＋お茶会 

体操教室とお茶会

をセットで開催す

ることで、ふれあい

の機会を確保。スタ

ッフの負担軽減に

つなぐ 

移動販売の

実施 

買い物の足の確保

のため、JA あいち中

央と移動販売（毎週

1 回）実施。平均 19

人が利用。ふれあい

の場ともなってい

る 

ごみ袋への

組、班、氏名

の記入 

自分の出したごみ

に責任を持っても

らう。記名があれば

残された袋を本人

に返却できる。年 2

回、プラごみ袋の記

入状況点検、組集会

で結果を公表 

東端 
防犯パトロ

ール 

町民輪番でのパト

ロール。夜間パトロ

ール隊を編成して

の町内巡視（毎日） 

町内一斉清

掃 

町民全員による草

刈り、ごみ拾い（年

二回） 

高齢者の見

守り 

80 歳以上の高齢者

の見守り。1 人暮ら

しのお宅訪問 

根崎 

町内安全パ

トロール、

青色防犯パ

トロール 

 
いきいきサ

ロン 

毎月第一及び第三

金曜に実施。第一は

健康体操。第三は脳

トレや懐かしい映

画、寄席など月替わ

り 

根崎っ子寄

っといでん 

小学生を対象に先

生の OB やボランテ

ィアの方に講師を

お願いし、各テーマ

を学びながら、世代

間の交流の場とす

る 

城ケ入 
城ケ入フェ

スタ 2022 

今回初めてキッチ

ンカー5 台、農協ト

レーラーを借り、仮

設ステージによる

ショー、昨年に続き

健康をテーマに 

じいちゃん

の会、ばあ

ちゃんの会 

老人クラブとはが

りの会で月 1回の活

動をしている老人

クラブには加入せ

ず、この会に入って

いる 

草刈正雄グ

ループ 

個人で草刈り、木の

伐採などグループ

でできる事を支援

している 

藤野 

地区防災計

画の策定、

手づくりハ

ザードマッ

プの策定 

矢作川、鹿乗川に囲

まれた地域で矢作

川が氾濫した場合、

最大 5～10ｍ水没す

藤野町民ソ

フトボール

大会 

地区を 10に分割し、

10 チームがトーナ

メント方式で対戦

する。今年度は 41回

を数える 

藤野町民ふ

れあいまつ

り 

藤野公民館にて、防

災炊き出し、カラオ

ケ大会、ビンゴ大

会、野菜、花苗の販

売、消防団、子ども
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町内会名 
最も自慢できる、力を入れている

活動１ 

最も自慢できる、力を入れている

活動２ 

最も自慢できる、力を入れている

活動３ 

る。昨年、地区防災

計画を策定した 

会、老人クラブの参

加 

堀内町 防災活動 

堀内町にあった災

害に対する訓練活

動 

高齢独居者

に対しての

見守り活動 

福祉委員会を通し

て見落としの無い

活動 

  

桜井北 

グランドゴ

ル フ ク ラ

ブ、吹き矢

クラブ、カ

ラオケクラ

ブ、たんぽ

ぽクラブ 

人の交流と親睦     

城山 

毎月（年 9

回）の一斉

清掃 

- 
健康体操の

継続 
-   

城向 
ごみ拾い活

動 

毎月 1 回、約 30 名

で、町内のごみ拾い

を行なっている 

町内の神社

祭礼 
神社での神楽奉納   

桜 井 西

町 

小学生の見

守り 

小学生の通学の交

通誘導 

ごみステー

ション管理 

各ごみステーショ

ンの清掃（各班ごと

に清掃当番を決め、

1 回/週実施） 

高齢者の見

守り 

80歳以上の方1回/3

か月自宅訪問して

健康状態を確認 

東町 

東 町 カ フ

ェ、えがお

の会 

毎週（木、金）に公

会堂を開放し、お茶

を飲みながらのふ

れあい交流を図っ

ている。毎月 1 回、

日曜日に子どもか

ら老人までが楽し

める会を企画し開

催している 

祭りの実施 

9/18 秋葉神社の祭

礼に向けて、はやし

の練習、巫女（舞）

の練習を毎晩やっ

ている 

防災を考え

る会 

有志で「東町の防災

を考える会」を実施

し、発災時にどう動

くか、何ができる

か、何が必要か根本

的に考え、将来的に

継続できること、リ

ーダー養成を図っ

ている 

姫小川 防災訓練 

安否確認。AED、消火

器の使い方。人命救

助活動（簡易担架の

つくり方、機器の使

い方） 

クラブ活動 

カラオケ、グラウン

ドゴルフ、健康マー

ジャン、趣味の会

（手芸等）、カロー

リング 

十 日 サ ロ

ン、見守り

活動 

余暇の活用（芸術鑑

賞、ゲーム等）、訪問

活動 

舘出 外国人対策 

時間が空いている

時だけ、外国人と対

話を重ねている 

    

鹿乗 

鹿乗安全安

心パトロー

ル隊 

町内の夜間パトロ

ール。毎月 2 回、年

24 回、毎回 3 名編成

（隊員 35 名） 

鹿乗公園、

児童遊園の

除草 

鹿乗公園：毎月 1回、

児童遊園：年 5回（全

住民当番制） 

町内持ち寄

り、資源預

かり 

資源を一時預かり

し、子ども会の資源

回収前に提供（町内

会役員と組長で対

応） 

小川 
災害時の安

否確認 

「無事」タオルによ

る安否確認。一時避

難所による安否確

認 

高齢者への

メ ッ セ ー

ジ、カード

の配布 

敬老の日に合わせ

て子ども会のメッ

セージカードをか

いていただき、80 歳

以上のかた全員に

渡している。毎日メ

ッセージカードを

みて元気をもらっ

ていると言われる 

  

三ツ川 
三ツ川ふれ

あいまつり 

各町内の班長さん

や活動メンバー集

って模擬店やゲー

ムや展示会を行っ

ている 

町内会、子

供会、老人

クラブ中心

に運動会を

開催 

町民の多くが一堂

に集まって交流す

る場の提供 
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（７）情報発信の内容 

問９ 町内会においてどのような内容の情報を発信していますか。 

（あてはまるものすべてに○印） 
   
 

要
点 

町内会の情報発信内容は、「町内会行事の予定」が 97.4％と最も高くなっていま

す。 
 

全
体 

○町内会の情報発信内容についてみると、「町内会行事の予定」が 97.4％で最も高くなっ

ています。次いで、「町内会の役員名」の 84.4％、「町内会行事の結果」の 68.8％、「総

会の議事録」の 59.7％の順となっています（図 1-7）。 

○｢情報発信していない｣はわずかに 1.3％（実数で１町内会）にとどまっています（図 1-

7）。 

 

図 1-7 「情報発信の内容」 －複数回答－ 

 

  

0 20 40 60 80 100

町内会行事の予定

町内会の役員名

町内会行事の結果

総会の議事録

その他

情報発信していない

回答なし

97.4

84.4

68.8

59.7

14.3

1.3

0.0

(%)

●ソート

75

65

53

46

11

1

0

n＝77 (件) 
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（８）情報発信媒体 

問１０ 町内会の情報はどのような媒体で住民の皆さんに発信していますか。 

（あてはまるものすべてに○印） 
   

（問 10で、インターネットで発信していると回答した方へ） 

問１１ それは次のどれですか。（あてはまるものすべてに○印） 
   
 

要
点 

町内会の情報は、主として紙媒体（回覧板・ポスター等）で行われています。 

インターネットを活用して情報発信しているのは 14 町内会で２割近くを占める

ようになっています。このうち、「ホームページ」を設けているのは 10 町内会とな

っています。 
 

全
体 

○町内会の情報発信媒体については、「紙媒体で発信している（回覧板・ポスター等）」が

97.4％で最も高く、大半の町内会が紙媒体での情報発信を行っています（図 1-8-1）。 

○「インターネットで発信している」は 18.2％（14の町内会）で、２割近い町内会がＷｅ

ｂ上での情報発信を行っています（図 1-8-1）。 

○その内訳は、「ホームページ」が 71.4％（10の町内会）、「ブログ」および「Facebook 等

のＳＮＳ」がともに 7.1％（１町内会）となっています（図 1-8-2）。 

 

図 1-8-1 「情報発信媒体」 －複数回答－ 

 

 

図 1-8-2 「インターネットによる情報発信」 －複数回答－ 

 

  

0 20 40 60 80 100

紙媒体で発信している

インターネットで発信している

発信していない

回答なし

97.4

18.2

2.6

0.0

(%)

問10 情報発信の媒体

75

14

2

0

n＝77 (件) 

0 20 40 60 80

ホームページ

ブログ

Facebook等のSNS

その他

回答なし

71.4

7.1

7.1

21.4

0.0

(%)

　問11 インターネットの発信媒体

10

1

1

3

0

n＝14 (件) 



19 

（９）ＩＣＴ（情報通信技術）の導入・利用 

問１２ 町内会活動では、以下のようなＩＣＴ（情報通信技術）を導入・利用していますか。 

（あてはまるものすべてに○印） 
   
 

要
点 

「ワードやエクセル等の利用」や「パソコンの保有・利用」は７割以上となって

います。また、半数近い町内会が Wi-Fi環境を整備しています。 

会員同士の連絡や行事等の案内にＳＮＳやメール等を活用している町内会は３割

超となっています。また、少数ではあるものの、ホームページの作成やリモート会

議に取り組んでいる町内会もみられます。 
 

全
体 

○「資料作成におけるワードやエクセル等の利用」が 79.2％で最も高く、これに次いで「町

内会でのパソコンの保有・利用」が 70.1％となっています。この両者は７割以上の高い

割合を示しています。さらに「町内会の施設における Wi-Fiの設置」が 46.8％となって

おり、半数近い町内会では Wi-Fi環境を整備しています（図 1-9）。 

○これら上位３つと比べると、「町内会会員同士の連絡におけるＳＮＳ（LINE や Facebook

など）の利用」は 36.4％、「町内会会員同士の連絡におけるメールの利用」は 32.5％、

「会議や行事の案内通知におけるメールの利用」は 27.3％で、２割台～３割台の普及と

なっています（図 1-9）。 

○「町内会ホームページの作成」は 23.4％、「Zoom 等を活用したリモート会議の導入」は

9.1％となっています。まだ少数ではあるものの、ホームページの作成やリモート会議

に取り組んでいる町内会もあることがわかります（図 1-9）。 

 

図 1-9 「ＩＣＴ（情報通信技術）の導入・利用」 －複数回答－ 

 

  

0 20 40 60 80 100

資料作成におけるワードやエクセル等の利用

町内会でのパソコンの保有・利用

町内会の施設におけるWi-Fiの設置

町内会会員同士の連絡におけるSNSの利用

町内会会員同士の連絡におけるメールの利用

会議や行事の案内通知におけるメールの利用

町内会ホームページの作成

Zoom等を活用したリモート会議の導入

その他

前記のようなＩＣＴの導入・利用はしていない

回答なし

79.2

70.1

46.8

36.4

32.5

27.3

23.4

9.1

3.9

10.4

0.0

(%)

●ソート

61

54

36

28

25

21

18

7

3

8

0

n＝77 (件) 
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（10）ＩＣＴ（情報通信技術）の活用に関する支援策 

問１３ 町内会活動におけるＩＣＴ（情報発信技術）の活用に関する支援策として必要だと思

うことは何ですか。（あてはまるものすべてに○印） 
   
 

要
点 

「ＩＣＴ機器の導入」、「Wi-Fi 関連機器の設置」の支援策を望む意見が最も高く

なっています。次いで、「ワードやエクセル等の操作」を学ぶ講座の開催が望まれて

います。その他の支援策についても、２割前後の回答があり、町内会によって意見

が多様に分かれている様子がうかがえます。 
 

全
体 

○ＩＣＴ（情報通信技術）の活用に関する支援策としては、「パソコンやプリンターなどＩ

ＣＴ機器の導入支援」が最も高くなっていますが、44.2％と半数以下となっています。

次いで、「Wi-Fi関連機器の設置に対する支援」が 33.8％となっています（図 1-10）。 

○問 12 でみたように、「ワードやエクセル等の利用」や「パソコンの保有・利用」は７割

以上、Wi-Fi 環境を整備しているのが半数近くという状況にあり、これらのＩＣＴ機器

や Wi-Fi環境が未整備の町内会にとっては、関連機器の設置が望まれているものと考え

られます（図 1-10）。 

○この他では、「ワードやエクセル等の操作に関する講座の開催」の 29.9％、「ＳＮＳ（LINE

や Facebook など）の使い方の講座の開催」の 24.7％が高く、さらに「ＩＣＴを有効活

用して町内会活動をしている町内会の紹介」の 22.1％、「行政手続きの電子申請等に関

する講座の開催」の 20.8％が続いています（図 1-10）。 

○上位３つを除く支援策については、いずれも２割前後の回答となっており、町内会によ

って意見が多様に分かれている様子がうかがえます（図 1-10）。 

 

図 1-10 「ＩＣＴ（情報通信技術）の活用に関する支援策」 －複数回答－ 
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パソコンやプリンターなどICT機器の
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講座の開催

SNSの使い方講座の開催

ICTを有効活用して町内会活動をしている
町内会の紹介

行政手続きの電子申請等に関する
講座の開催

Zoom等を活用したリモート会議の
実施方法に関する講座の開催

ICTに関する基礎知識を学ぶ
講座の開催

その他

特にない
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（11）町内会活動を行ううえでの課題 

問１４ 町内会活動を行ううえで、課題となっていることはありますか。 

（あてはまるものすべてに○印） 
   
 

要
点 

約９割の町内会が「役員のなり手が不足している」を課題としてあげています。

前回調査（平成 28年調査）と比べその割合は高まっており、課題の深刻度を増して

いる様子をうかがうことができます。 

役員の負担が多い、市からの依頼事項が多いといった課題は若干改善される傾向

がみられますが、会員の高齢化を課題としてとらえる町内会は徐々に増えてきてい

ます 
 

全
体 

○町内会活動を行ううえでの課題については、「役員のなり手が不足している」が 89.6％

と最も高く、実に９割近くの町内会で役員のなり手不足が課題となっています（図 1-

11）。 

○これに次いで高いのは、「役員の負担が多い」の 70.1％、「役員が高齢化している」の

57.1％、「会員が高齢化している」の 53.2％、「市から依頼事項が多い」の 51.9％となっ

ています（図 1-11）。 

○前回調査（平成 28年調査）と比較すると、「役員のなり手が不足している」は 75.8％で

あったものが今回調査では 89.6％と 13.8 ポイントの大幅な増加となっています。（図

1-11）。 

○この他で前回調査（平成 28 年調査）と比較して大きく割合が高まっているものとして

は、「事業を行うためのノウハウがなく何をどうしたらいいのか分からない」で 16.5ポ

イント、「特定の役員しか運営、行事に関わらない」で 11.7ポイントの上昇となってい

ます（図 1-11）。 

○逆に前回調査（平成 28年調査）と比較して大きく割合を下げているものとしては、「活

動・行事がマンネリ化している」で 13.4ポイント、「市からの依頼事項が多い」で 11.7

ポイントの低下となっています（図 1-11）。 

○役員のなり手不足は、町内会活動を行う上での課題としてより深刻な課題となってきて

いる様子をうかがうことができます。また、役員の負担が多い、市からの依頼事項が多

いといった課題は若干改善される傾向がみられますが、会員の高齢化を課題としてとら

える町内会は徐々に増えてきています（図 1-11）。 
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図 1-11 「町内会活動を行ううえでの課題」（平成 24年・平成 28年調査との比較）  

－複数回答－ 
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（12）町内会活動の課題解決の取組 

問１５ 上記（問 14）の課題に対して、何か取り組まれていることがあればご記入ください。 
   
 

町内会名 問 14 町内会活動上の課題 問 15 町内会活動の課題解決のための取組 

里 

役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る／ 役員の負担が多い／ 地域住民の活動に対する

関心が年々低下している／ 活動・行事がマンネリ化

している／ プライバシー保護の観点から実態がつか

みきれず相互扶助活動に支障が出ている 

- 

井畑 
役員のなり手が不足している／ 会員が高齢化してい

る 
- 

石橋 
会員が高齢化している／ 新旧住民や世代間の交流が

難しい／ 市からの依頼事項が多い 
- 

橋目 

役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る／ 役員の負担が多い／ 新旧住民や世代間の交流

が難しい／ 市からの依頼事項が多い／ 役員の引き

継ぎが上手くいっていない／ 事業を行うためのノウ

ハウがなく、何をどのようにしたらいいのか分からな

い 

- 

柿𥔎 

役員のなり手が不足している／ 役員の負担が多い／ 

特定の会員しか運営、行事に関わらない／ プライバ

シー保護の観点から実態がつかみきれず相互扶助活

動に支障が出ている／ 市からの依頼事項が多い 

- 

尾崎 

役員のなり手が不足している／ 役員の負担が多い／ 

イベント等の企画の仕方が分からない／ 活動・行事

がマンネリ化している／ 他の地域や組織との連携が

弱い／ 市からの依頼事項が多い／ 事業を行うため

のノウハウがなく、何をどのようにしたらいいのか分

からない 

- 

宇 頭 茶

屋 

役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る／ 役員の負担が多い／ 会員が高齢化している／ 

地域住民の活動に対する関心が年々低下している／ 

特定の会員しか運営、行事に関わらない／ 新旧住民

や世代間の交流が難しい／ 活動費が不足している／ 

活動・行事がマンネリ化している／ プライバシー保

護の観点から実態がつかみきれず相互扶助活動に支

障が出ている／ 市からの依頼事項が多い／ 事業を

行うためのノウハウがなく、何をどのようにしたらい

いのか分からない 

- 

浜屋 

役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る／ 役員の負担が多い／ 会員が高齢化している／ 

地域住民の活動に対する関心が年々低下している／ 

特定の会員しか運営、行事に関わらない／ 活動・行事

がマンネリ化している／ 町内会規模が小さく会員が

少ないため活動が難しい 

- 

東栄 

役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る／ 役員の負担が多い／ 未加入世帯が増加してい

る／ 地域住民の活動に対する関心が年々低下してい

る／ 特定の会員しか運営、行事に関わらない／ 新旧

住民や世代間の交流が難しい／ 活動・行事がマンネ

- 
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町内会名 問 14 町内会活動上の課題 問 15 町内会活動の課題解決のための取組 

リ化している／ プライバシー保護の観点から実態が

つかみきれず相互扶助活動に支障が出ている／ 市か

らの依頼事項が多い 

今本 

役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る／ 役員の負担が多い／ 未加入世帯が増加してい

る／ 地域住民の活動に対する関心が年々低下してい

る／ 特定の会員しか運営、行事に関わらない／ 活

動・行事がマンネリ化している／ 市からの依頼事項

が多い 

- 

今池 会員が高齢化している 
高齢化は避けられないことである。そのため高齢者に

役立つ行事の開催を心がけている 

住吉 

役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る／ 会員が高齢化している／ 特定の会員しか運営、

行事に関わらない／ 新旧住民や世代間の交流が難し

い／ 役員の引き継ぎが上手くいっていない 

町内会の区割りの見直しと担当者の増員を計画。女性

役員を 50％目標に働きかけ 

コ ー プ

野 村 新

安城 

役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る／ 役員の負担が多い／ 会員が高齢化している／ 

活動費が不足している／ 相談する場所、窓口がない

／ 他の地域や組織との連携が弱い／ 市からの依頼

事項が多い 

- 

篠目 役員のなり手が不足している 
60 歳前後の人で協力してもらえる人を早くから探し

ている 

井杭山 

役員のなり手が不足している／ 地域住民の活動に対

する関心が年々低下している／ 市からの依頼事項が

多い 

特になし 

池浦 

役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る／ 会員が高齢化している／ プライバシー保護の

観点から実態がつかみきれず相互扶助活動に支障が

出ている／ 事業を行うためのノウハウがなく、何を

どのようにしたらいいのか分からない 

特に何もしていない。次期役員候補の早めの声かけ程

度 

新田 

役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る／ 役員の負担が多い／ 特定の会員しか運営、行事

に関わらない／ 他の地域や組織との連携が弱い／ 

市からの依頼事項が多い 

- 

西別所 

役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る／ 役員の負担が多い／ 地域住民の活動に対する

関心が年々低下している／ 特定の会員しか運営、行

事に関わらない／ 新旧住民や世代間の交流が難しい

／ 役員の引き継ぎが上手くいっていない 

- 

東別所 

役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る／ 役員の負担が多い／ 会員が高齢化している／ 

活動費が不足している／ プライバシー保護の観点か

ら実態がつかみきれず相互扶助活動に支障が出てい

る／ 市からの依頼事項が多い／ 役員の引き継ぎが

上手くいっていない 

女性の登用を考えている 

別郷 

役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る／ 役員の負担が多い／ 未加入世帯が増加してい

る／ 会員が高齢化している／ 地域住民の活動に対

する関心が年々低下している／ 特定の会員しか運

営、行事に関わらない／ 活動費が不足している／ 相

談する場所、窓口がない／ 活動・行事がマンネリ化し

ている／ 町内会規模が小さく会員が少ないため活動

が難しい／ プライバシー保護の観点から実態がつか

みきれず相互扶助活動に支障が出ている／ 他の地域

や組織との連携が弱い／ 市からの依頼事項が多い／ 

役員の引き継ぎが上手くいっていない／ 事業を行う

ためのノウハウがなく、何をどのようにしたらいいの

か分からない 

地域住民の高齢化で、家が空き家になったり、売る人

が出てきたので相談にのり、新しい住民が入りやすい

ようにしている 

別 所 団

地 

役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る／ 役員の負担が多い／ 会員が高齢化している／ 
行事の見直し 
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町内会名 問 14 町内会活動上の課題 問 15 町内会活動の課題解決のための取組 

地域住民の活動に対する関心が年々低下している／ 

特定の会員しか運営、行事に関わらない／ 新旧住民

や世代間の交流が難しい／ イベント等の企画の仕方

が分からない／ 活動・行事がマンネリ化している／ 

市からの依頼事項が多い／ 役員の引き継ぎが上手く

いっていない／ 事業を行うためのノウハウがなく、

何をどのようにしたらいいのか分からない 

北山崎 

役員のなり手が不足している／ 役員の負担が多い／ 

新旧住民や世代間の交流が難しい／ 市からの依頼事

項が多い 

- 

高木 

役員のなり手が不足している／ 役員の負担が多い／ 

町内会規模が小さく会員が少ないため活動が難しい

／ 市からの依頼事項が多い 

特になし 

大岡 

役員のなり手が不足している／ 役員の負担が多い／ 

特定の会員しか運営、行事に関わらない／ 活動・行事

がマンネリ化している／ 市からの依頼事項が多い 

町内会役員の大半が会社に勤めており、町内会活動に

支障をきたしている。そのため活動はおもに休日とな

り、勤務者にとって負担が大きい。そこで活動への参

加者は自由参加としている。ただし、大きな行事（大

祭、一斉清掃、訓練等）は全員参加としている 

山崎 

役員のなり手が不足している／ 役員の負担が多い／ 

会員が高齢化している／ 地域住民の活動に対する関

心が年々低下している／ イベント等の企画の仕方が

分からない／ 活動・行事がマンネリ化している／ 事

業を行うためのノウハウがなく、何をどのようにした

らいいのか分からない／コロナ禍における事業開催

の対応策に苦慮している 

- 

上条 

役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る／ 役員の負担が多い／ 会員が高齢化している／ 

特定の会員しか運営、行事に関わらない／ 新旧住民

や世代間の交流が難しい／ 相談する場所、窓口がな

い／ 市からの依頼事項が多い 

- 

栄町 
会員が高齢化している／ 町内会規模が小さく会員が

少ないため活動が難しい 

課題→規模が小さくて、正に少子高齢化。将来、町内

会存続が困難。長く住んでいる方が多く、現在は顔の

見える活動ができている 

御幸 

役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る／ 会員が高齢化している／ 特定の会員しか運営、

行事に関わらない／ 新旧住民や世代間の交流が難し

い／ 活動・行事がマンネリ化している／ プライバシ

ー保護の観点から実態がつかみきれず相互扶助活動

に支障が出ている 

活動状況を回覧板や定期刊行物で発信している 

本町 
役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る 

商店の方が 3 割近くで商売がうまくいってなく、役員

になりづらく、サラリーマンに的を絞っているが定年

延長で、働く期間が長くなっている（生活防衛のた

め）。役員依頼のため、早めに話をしている 

本通り 

役員のなり手が不足している／ 町内会規模が小さく

会員が少ないため活動が難しい／ プライバシー保護

の観点から実態がつかみきれず相互扶助活動に支障

が出ている 

- 

朝日町 

役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る／ 役員の負担が多い／ 地域住民の活動に対する

関心が年々低下している／ 特定の会員しか運営、行

事に関わらない／ 活動・行事がマンネリ化している

／ 事業を行うためのノウハウがなく、何をどのよう

にしたらいいのか分からない 

- 

相生 

役員のなり手が不足している／ 役員の負担が多い／ 

会員が高齢化している／ 特定の会員しか運営、行事

に関わらない／ プライバシー保護の観点から実態が

つかみきれず相互扶助活動に支障が出ている／ 若い

役員を増やしており、そのため仕事と重なる傾向があ

る 

会議は土日や夜に行う。LINE などで事前に内容を知ら

せておく等してから会議をする。なるべく効率的に会

議も行事も行う 
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末広 

役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る／ 役員の負担が多い／ 会員が高齢化している／ 

地域住民の活動に対する関心が年々低下している／ 

特定の会員しか運営、行事に関わらない／ 新旧住民

や世代間の交流が難しい／ 活動・行事がマンネリ化

している／ プライバシー保護の観点から実態がつか

みきれず相互扶助活動に支障が出ている／ 市からの

依頼事項が多い／ 事業を行うためのノウハウがな

く、何をどのようにしたらいいのか分からない 

なし 

日の出 

役員のなり手が不足している／ 未加入世帯が増加し

ている／ 会員が高齢化している／ 新旧住民や世代

間の交流が難しい／ プライバシー保護の観点から実

態がつかみきれず相互扶助活動に支障が出ている 

住民のニーズを掘り起こし、町内会活動を活性化させ

る 

南町 

役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る／ 役員の負担が多い／ 地域住民の活動に対する

関心が年々低下している／ 特定の会員しか運営、行

事に関わらない／ 新旧住民や世代間の交流が難しい

／ 活動費が不足している／ 町内会規模が小さく会

員が少ないため活動が難しい／ プライバシー保護の

観点から実態がつかみきれず相互扶助活動に支障が

出ている／ 他の地域や組織との連携が弱い／ 市か

らの依頼事項が多い／ 役員の引き継ぎが上手くいっ

ていない 

- 

土器田 
役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る／ 会員が高齢化している 

町内会役員任期は 1 年で、高齢化がすすむにつれ集合

住宅で構成された町内会のため外国籍入居者も増加

傾向にあり 8 月現在で 45％を占めている。年内には

50％を超える可能性。役員選出が年々困難になってい

るのが現状です。外国籍の方にも役員として協力いた

だいているが、中には拒否される場合もある。数年先

には町内会存続があやぶまれるが、役員を継続してい

る方々は協力してくださる会員のみなさまと共に、多

文化共生町内会として進んでいきたい 

西尾 

役員のなり手が不足している／ 役員の負担が多い／ 

イベント等の企画の仕方が分からない／ 活動・行事

がマンネリ化している／ プライバシー保護の観点か

ら実態がつかみきれず相互扶助活動に支障が出てい

る／ 市からの依頼事項が多い／ 役員の引き継ぎが

上手くいっていない／ 事業を行うためのノウハウが

なく、何をどのようにしたらいいのか分からない 

- 

百石 
役員が高齢化している／ 役員の負担が多い／ 特定

の会員しか運営、行事に関わらない 
各行事に新しいことを取り入れるようにしている 

城南 

役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る／ 役員の負担が多い／ 未加入世帯が増加してい

る／ 会員が高齢化している／ 活動費が不足してい

る 

- 

大山 

役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る／ 地域住民の活動に対する関心が年々低下してい

る／ 特定の会員しか運営、行事に関わらない／ 新旧

住民や世代間の交流が難しい／ 活動・行事がマンネ

リ化している／ 他の地域や組織との連携が弱い／ 

事業を行うためのノウハウがなく、何をどのようにし

たらいいのか分からない 

- 
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町内会名 問 14 町内会活動上の課題 問 15 町内会活動の課題解決のための取組 

東尾 

役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る／ 役員の負担が多い／ 会員が高齢化している／ 

活動費が不足している／ 活動・行事がマンネリ化し

ている／ 町内会規模が小さく会員が少ないため活動

が難しい 

町内会組織を整備し、町内会役員の負担軽減を図る 

河野 

役員のなり手が不足している／ 役員の負担が多い／ 

活動・行事がマンネリ化している／ 市からの依頼事

項が多い 

- 

横山 特に課題はない - 

下管池 

役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る／ 未加入世帯が増加している／ 会員が高齢化し

ている／ 地域住民の活動に対する関心が年々低下し

ている／ 特定の会員しか運営、行事に関わらない／ 

活動費が不足している／ 活動・行事がマンネリ化し

ている／ 町内会規模が小さく会員が少ないため活動

が難しい／ 他の地域や組織との連携が弱い／ 市か

らの依頼事項が多い 

毎日のサロン清掃の時などに呼びかけている 

箕輪 

役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る／ 役員の負担が多い／ 未加入世帯が増加してい

る／ 会員が高齢化している／ 地域住民の活動に対

する関心が年々低下している／ 特定の会員しか運

営、行事に関わらない／ 新旧住民や世代間の交流が

難しい／ 活動費が不足している／ イベント等の企

画の仕方が分からない／ 活動・行事がマンネリ化し

ている／ プライバシー保護の観点から実態がつかみ

きれず相互扶助活動に支障が出ている／ 市からの依

頼事項が多い 

市からの情報提供がなくなり、実態がつかみきれない

ので3年ごとに防災支援アンケート調査を実施してい

る。回収率 85％ 

二本木 

役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る／ 役員の負担が多い／ 会員が高齢化している／ 

地域住民の活動に対する関心が年々低下している／ 

特定の会員しか運営、行事に関わらない／ 新旧住民

や世代間の交流が難しい／ プライバシー保護の観点

から実態がつかみきれず相互扶助活動に支障が出て

いる／ 役員の引き継ぎが上手くいっていない 

- 

二本木 

役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る／ 役員の負担が多い／ 会員が高齢化している／ 

特定の会員しか運営、行事に関わらない／ イベント

等の企画の仕方が分からない／ 市からの依頼事項が

多い／ 事業を行うためのノウハウがなく、何をどの

ようにしたらいいのか分からない 

業務や催事が多く、課題に取り組めない 

美園 

役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る／ 役員の負担が多い／ 未加入世帯が増加してい

る／ 会員が高齢化している／ 地域住民の活動に対

する関心が年々低下している／ 新旧住民や世代間の

交流が難しい／ 活動費が不足している／ 活動・行事

がマンネリ化している／ 市からの依頼事項が多い／ 

役員の引き継ぎが上手くいっていない／ 事業を行う

ためのノウハウがなく、何をどのようにしたらいいの

か分からない 

- 

二 本 木

新町 

役員のなり手が不足している／ 会員が高齢化してい

る／ 地域住民の活動に対する関心が年々低下してい

る／ 特定の会員しか運営、行事に関わらない／ 新旧

住民や世代間の交流が難しい／ プライバシー保護の

役員候補に数年前から声をかけて、その気になるよう

にしている 
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観点から実態がつかみきれず相互扶助活動に支障が

出ている 

三 河 安

城 

役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る／ 役員の負担が多い／ 地域住民の活動に対する

関心が年々低下している／ 特定の会員しか運営、行

事に関わらない／ 新旧住民や世代間の交流が難しい

／ 相談する場所、窓口がない／ 活動・行事がマンネ

リ化している／ 市からの依頼事項が多い／ 連合町

内会の縛りがきつい 

話し合いを予定しているが、課題が解決できるかわか

らない 

依佐美・

美 園 住

宅 

役員のなり手が不足している／ プライバシー保護の

観点から実態がつかみきれず相互扶助活動に支障が

出ている 

- 

福釜 

役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る／ 役員の負担が多い／ 未加入世帯が増加してい

る／ 会員が高齢化している／ プライバシー保護の

観点から実態がつかみきれず相互扶助活動に支障が

出ている 

活動報告を月単位で報告するようにしている。子ども

会、老人クラブの活動を広めるようにしている 

赤松 
役員のなり手が不足している／ 新旧住民や世代間の

交流が難しい 
- 

古井 

役員のなり手が不足している／ 役員の負担が多い／ 

会員が高齢化している／ 他の地域や組織との連携が

弱い 

- 

古 井 新

町 

役員のなり手が不足している／ 役員の負担が多い／ 

未加入世帯が増加している／ 会員が高齢化している

／ 特定の会員しか運営、行事に関わらない／ 活動費

が不足している／ 市からの依頼事項が多い／手当て

があまり出せない 

町内会役員の選挙方法の規定作成。会員の高齢化、独

り暮らしの増加に対する健康づくり 

古 井 住

宅 

役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る／ 会員が高齢化している／ 他の地域や組織との

連携が弱い／役員の選出方法 

- 

石井 

役員のなり手が不足している／ 役員の負担が多い／ 

未加入世帯が増加している／ 地域住民の活動に対す

る関心が年々低下している 

役員による個別訪問で加入促進（町内会の内容、活動

を説明） 

和泉 

役員のなり手が不足している／ 役員の負担が多い／ 

会員が高齢化している／ 特定の会員しか運営、行事

に関わらない／ 市からの依頼事項が多い 

- 

榎前 

役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る／ 役員の負担が多い／ 会員が高齢化している／ 

新旧住民や世代間の交流が難しい／ プライバシー保

護の観点から実態がつかみきれず相互扶助活動に支

障が出ている／ 市からの依頼事項が多い／ 役員の

引き継ぎが上手くいっていない 

町内会加入者に対し来所時に「ようこそ榎前町内会

へ」A3 判を配布し、一項ずつポイントを説明し、理解

を得ている。町内情報誌「えのき」を毎月全戸配布し

ているが、町内会関係のイベント、活動の報告を 5～

6 項寄稿し、活動を理解してもらうようにしている。 

東端 

役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る／ 役員の負担が多い／ 地域住民の活動に対する

関心が年々低下している／ 活動・行事がマンネリ化

している／ プライバシー保護の観点から実態がつか

みきれず相互扶助活動に支障が出ている／ 市からの

依頼事項が多い 

特になし 

根崎 

役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る／ 役員の負担が多い／ 特定の会員しか運営、行事

に関わらない／ 活動・行事がマンネリ化している／ 

プライバシー保護の観点から実態がつかみきれず相

互扶助活動に支障が出ている／ 市からの依頼事項が

多い 

- 

城ケ入 

役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る／ 会員が高齢化している／ 地域住民の活動に対

する関心が年々低下している／ 特定の会員しか運

営、行事に関わらない／ プライバシー保護の観点か

ら実態がつかみきれず相互扶助活動に支障が出てい

今は町内会行事、協力していただけるが、世代交代し

たときに町内会活動等理解していただけるのか不安

である。消防団、子ども会、老親クラブ等、加入しな

くなる時が将来あるのでは 
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る／ 市からの依頼事項が多い／ 役員の引き継ぎが

上手くいっていない 

藤野 

役員の負担が多い／ 地域住民の活動に対する関心が

年々低下している／ 新旧住民や世代間の交流が難し

い／ プライバシー保護の観点から実態がつかみきれ

ず相互扶助活動に支障が出ている 

転入者が多い地域では、町内会活動に関心を示さない

人が多いが、ソフトボール大会に誘ったり、その後の

地区ごとのバーベキューに誘ったりしている。しか

し、コロナ禍で活動できていない 

堀内町 

役員のなり手が不足している／ 役員の負担が多い／ 

会員が高齢化している／ 特定の会員しか運営、行事

に関わらない／ 活動・行事がマンネリ化している／ 

市からの依頼事項が多い 

以前から紙媒体のデータ化、手書き作成を PC 化によ

り閲覧含む事務作業効率を図っている 

桜井北 
役員の負担が多い／ 地域住民の活動に対する関心が

年々低下している 
- 

城山 

役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る／ 役員の負担が多い／ 会員が高齢化している／ 

特定の会員しか運営、行事に関わらない／ 活動・行事

がマンネリ化している 

- 

城向 
役員のなり手が不足している／ 役員の負担が多い／ 

市からの依頼事項が多い／ 町内会長の負担が大きい 
- 

桜 井 西

町 

役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る／ 地域住民の活動に対する関心が年々低下してい

る／ 特定の会員しか運営、行事に関わらない／ 市か

らの依頼事項が多い 

特になし 

東町 

役員のなり手が不足している／ 役員の負担が多い／ 

地域住民の活動に対する関心が年々低下している／ 

特定の会員しか運営、行事に関わらない／ 役員の引

き継ぎが上手くいっていない 

- 

姫小川 

役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る／ 未加入世帯が増加している／ 地域住民の活動

に対する関心が年々低下している／ 特定の会員しか

運営、行事に関わらない／ プライバシー保護の観点

から実態がつかみきれず相互扶助活動に支障が出て

いる 

- 

舘出 

役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る／ 役員の負担が多い／ 未加入世帯が増加してい

る／ 会員が高齢化している／ 地域住民の活動に対

する関心が年々低下している／ 特定の会員しか運

営、行事に関わらない／ 新旧住民や世代間の交流が

難しい／ 活動費が不足している／ 相談する場所、窓

口がない／ 活動・行事がマンネリ化している／ 町内

会規模が小さく会員が少ないため活動が難しい／ プ

ライバシー保護の観点から実態がつかみきれず相互

扶助活動に支障が出ている／ 他の地域や組織との連

携が弱い／ 市からの依頼事項が多い／ 役員の引き

継ぎが上手くいっていない／ 事業を行うためのノウ

ハウがなく、何をどのようにしたらいいのか分からな

い 

- 

鹿乗 

役員のなり手が不足している／ 役員の負担が多い／ 

会員が高齢化している／ 特定の会員しか運営、行事

に関わらない／ 新旧住民や世代間の交流が難しい／ 

市からの依頼事項が多い 

- 

小川 

役員のなり手が不足している／ 役員の負担が多い／ 

会員が高齢化している／ 活動・行事がマンネリ化し

ている／ 市からの依頼事項が多い 

- 

三ツ川 

役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る／ 役員の負担が多い／ 会員が高齢化している／ 

市からの依頼事項が多い 

早めに役員候補者を探したり、事務の効率化に取り組

むこと 

- 

役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る／ 役員の負担が多い／ 未加入世帯が増加してい

る／ 会員が高齢化している／ 地域住民の活動に対

する関心が年々低下している／ 特定の会員しか運

- 
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営、行事に関わらない／ 新旧住民や世代間の交流が

難しい／ 活動費が不足している／ イベント等の企

画の仕方が分からない／ プライバシー保護の観点か

ら実態がつかみきれず相互扶助活動に支障が出てい

る／ 他の地域や組織との連携が弱い／ 市からの依

頼事項が多い／ 役員の引き継ぎが上手くいっていな

い／ 事業を行うためのノウハウがなく、何をどのよ

うにしたらいいのか分からない 

Ａ Ｂ Ｃ

町内会 

役員のなり手が不足している／ 役員が高齢化してい

る／ 役員の負担が多い 
- 

@ 役員の負担が多い -   
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２ 新型コロナウイルスによる影響 

（１）影響を受けた活動分野 

問１６ 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、町内会で取り組む活動の中で特に影響を受

けた活動分野は何ですか。（あてはまるものすべてに○印） 
   
 

要
点 

人が集まる（密になる）イベントの開催自粛などにより、祭り・盆踊り、運動会・

スポーツ大会、防災訓練、高齢者のサロン活動などに大きな影響が生じています。 
 

全
体 

○新型コロナウイルス感染症の感染拡大により影響を受けている活動分野についてみる

と、最も影響を受けたのは「祭り・盆踊り」で 80.5％と約８割の町内会で大きな影響を

受けていると回答しています（図 2-1）。 

○次いで、「運動会・スポーツ大会」の 61.0％、「防火・防災」の 57.1％、「高齢者介護の

支援（見守り・サロン活動等）」の 44.2％となっています。 

○祭り・盆踊り、運動会・スポーツ大会、防災訓練、高齢者のサロン活動といった人が集

まる（密になる）イベントの開催を自粛せざるを得なかったことがこの結果に反映され

ているものと考えられます（図 2-1）。 

 

図 2-1 「影響を受けた活動分野」 －複数回答－ 
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（２）感染拡大の影響で懸念されること 

問１７ 問 16で回答いただいた新型コロナウイルス感染症によって活動に影響を受けたこと

で、現在（あるいは今後また新型コロナウイルス感染症が拡大した時に）、懸念され

ることは何ですか。（あてはまるものすべてに○印） 
   
 

要
点 

約７割の町内会が地域のコミュニティ・連帯感の衰退を懸念しています。 

 

全
体 

○現在（あるいは感染症が拡大した時に）、懸念されることとしては、「地域のコミュニテ

ィ・連帯感の衰退」が 70.1％で最も高くなっています。約７割の町内会が地域のコミュ

ニティ・連帯感の衰退を懸念しています（図 2-2）。 

○これに次いで、「情報共有・コミュニケーションの希薄化」が 54.5％、「要支援者や生活

困難者へのアプローチができないこと」が 32.5％で続いています（図 2-2）。 

○「懸念されることは特にない」は 7.8％と少数でした（図 2-2）。 

 

図 2-2「感染拡大の影響で懸念されること」 －複数回答－ 
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（３）町内会運営の問題・課題 

問１８ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、町内会運営にあたってみえてきた問

題・課題として現在感じられていることは何ですか。（あてはまるものすべてに○印） 
   
 

要
点 

７割以上の町内会が、「イベントや活動の実施」、「イベントや会議の開催・再開可

否の判断基準」を町内会運営にあたってみえてきた問題・課題と回答しています。 
 

全
体 

○町内会運営にあたってみえてきた問題・課題については、「イベントや活動の実施」が

75.3％、「イベントや会議の開催・再開可否の判断基準」が 70.1％となっており、この

２つが７割以上の高い割合を示しています（図 2-3）。 

○これらに次いで高い割合を示しているものは、「各種活動にあたっての感染拡大防止対

策の方法・ノウハウ」の 35.1％、「役員の交代に際しての活動等の引継ぎ」の 33.8％、

「ソーシャルディスタンスのとれる活動場所の確保」の 31.2％、「役員の負担増」の

28.6％となっています（図 2-3）。 

 

図 2-3 「町内会運営の問題・課題」 －複数回答－ 
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（４）今後町内会運営に必要になること（自由意見） 

問１９ 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中、これからの町内会運営において考え

ておられることや必要になると思われることは何ですか。 
   
 

町内会名 問 18 町内会運営にあたっての問題・課題 問 19 今後町内会運営に必要になること 

里 
イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準／ 役員の負担増 
- 

井畑 イベントや活動の実施 

二年間行事が中止に追い込まれたため、マスク、アル

コール消毒を徹底して従来より縮小した状態での継

続 

石橋 

イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準／ 役員の交代に際しての活動等の

引継ぎ／ 規約改正の必要性／ 活動の未実施によっ

て生じた町内会費残額の使途 

- 

橋目 
イベントや活動の実施／ 役員の交代に際しての活動

等の引継ぎ 
- 

柿𥔎 

イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準／ ソーシャルディスタンスの取れ

る活動場所の確保／ Zoom 等を活用したリモート会議

ができるようなネット環境づくり／ 各種活動にあた

っての感染拡大防止対策の方法・ノウハウ 

- 

尾崎 

イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準／ 役員の負担増／ 役員の交代に

際しての活動等の引継ぎ／ 他の町内会との情報交換

する機会の確保 

- 

宇 頭 茶

屋 

イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準／ ソーシャルディスタンスの取れ

る活動場所の確保／ 役員の交代に際しての活動等の

引継ぎ 

- 

浜屋 

イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準／ ソーシャルディスタンスの取れ

る活動場所の確保／ 各種活動にあたっての感染拡大

防止対策の方法・ノウハウ／ 活動の未実施によって

生じた町内会費残額の使途 

- 

東栄 

イベントや会議の開催・再開可否の判断基準／ 各種

活動にあたっての感染拡大防止対策の方法・ノウハウ

／ 役員の交代に際しての活動等の引継ぎ 

感染予防の見地から延期、中止の意見が出るなか、活

動継承を重視する意見も交錯する。この 3 年間をふま

え継承にとらわれない、新しい町内会活動を模索した

い 

今本 

イベントや会議の開催・再開可否の判断基準／ 各種

活動にあたっての感染拡大防止対策の方法・ノウハウ

／ 役員の交代に際しての活動等の引継ぎ 

- 

今池 課題は特にない 

感染拡大防止のため、諸々の行事を中止することはた

やすいが、その中でやれることはやって行くという姿

勢を保持することが大切である 

住吉 

イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準／ 町内会住民への情報提供の方法

／ 役員の交代に際しての活動等の引継ぎ／ 訪問活

動や会員の勧誘のやり方 

町内全域住民対象の行事から、地域分割した行事への

シフト 

コ ー プ

野 村 新

安城 

イベントや活動の実施／ 役員の負担増／ 役員の交

代に際しての活動等の引継ぎ 
- 

篠目 
イベントや活動の実施／ 各種活動にあたっての感染

拡大防止対策の方法・ノウハウ 

町内で長い間行われてきた行事を、違うベントを実施

することで補っていますが、元にもどせるかどうかこ

れから役員と相談しながら進めて行きたいと思う 

井杭山 
イベントや活動の実施／ 活動の未実施によって生じ

た町内会費残額の使途 
行事、活動がなくても問題ない 

池浦 
イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準／ 各種活動にあたっての感染拡大

高齢化による町内会の維持活動がむずかしくなるこ

と（除草、側溝等の清掃活動等） 
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町内会名 問 18 町内会運営にあたっての問題・課題 問 19 今後町内会運営に必要になること 

防止対策の方法・ノウハウ／ 役員の交代に際しての

活動等の引継ぎ／ 訪問活動や会員の勧誘のやり方 

新田 
イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準 
- 

西別所 

イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準／ ソーシャルディスタンスの取れ

る活動場所の確保 

マンネリ化から変革への道標になる 

東別所 

イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準／ ソーシャルディスタンスの取れ

る活動場所の確保 

新型コロナウイルス感染症を理由に文句を言ってく

る人に対し、日にち、時間をずらして行事を行ってく

ださいと連絡しているが、その他の対応の仕方がある

か教えてほしい 

別郷 

イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準／ ソーシャルディスタンスの取れ

る活動場所の確保／ Zoom 等を活用したリモート会議

ができるようなネット環境づくり／ 各種活動にあた

っての感染拡大防止対策の方法・ノウハウ／ 町内会

住民への情報提供の方法／ 役員の負担増／ 役員の

交代に際しての活動等の引継ぎ／ 他の町内会との情

報交換する機会の確保／ 活動の未実施によって生じ

た町内会費残額の使途／ 回覧版をコロナにかかった

家に回す時、どうしたらいいのか 

- 

別 所 団

地 

イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準／ 役員の負担増／ 活動の未実施

によって生じた町内会費残額の使途 

安全基準の明確化 

北山崎 イベントや活動の実施 換気 

高木 イベントや活動の実施 - 

大岡 

イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準／ ソーシャルディスタンスの取れ

る活動場所の確保／ 活動の未実施によって生じた町

内会費残額の使途 

町内会運営において、コロナに対して課題に反応する

人、または周囲からの圧力に押される人、それに対し、

コロナ禍にあっても行事を推進しようとする人等、町

内会の中でも意見が別れ、統制がむずかしい。強いリ

ーダーシップが必要であると思う 

山崎 

イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準／ 役員間の情報共有・伝達のしづ

らさ／ 各種活動にあたっての感染拡大防止対策の方

法・ノウハウ／ 訪問活動や会員の勧誘のやり方 

Ｒ２～4 年と 3 年続けて開催事業の中止・縮小となっ

ており、町民間の連帯感・開催行事への参加意識が希

薄になりつつあり、一体となった絆作り策を構築して

いく必要が有ると考えています。 

上条 

イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準／ ソーシャルディスタンスの取れ

る活動場所の確保／ 役員の負担増 

- 

栄町 イベントや活動の実施 - 

御幸 

イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準／ ソーシャルディスタンスの取れ

る活動場所の確保／ 各種活動にあたっての感染拡大

防止対策の方法・ノウハウ／ 訪問活動や会員の勧誘

のやり方 

①イベントや会議体のあり方、②町内会の活動の意義

を継続維持していく為の工夫 

本町 
イベントや活動の実施／ ソーシャルディスタンスの

取れる活動場所の確保 

組長会議の減少。組長へのレターで町内活動の報告、

回覧での町民への周知を実施 

本通り 課題は特にない - 

朝日町 
ソーシャルディスタンスの取れる活動場所の確保／ 

役員間の情報共有・伝達のしづらさ／ 役員の負担増 
- 

相生 

イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準／ ソーシャルディスタンスの取れ

る活動場所の確保／ 各種活動にあたっての感染拡大

防止対策の方法・ノウハウ／ 役員の負担増／ 規約改

正の必要性／ 訪問活動や会員の勧誘のやり方／ 他

の町内会との情報交換する機会の確保 

コンパクト化、防災防犯の強化 

末広 

イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準／ 各種活動にあたっての感染拡大

防止対策の方法・ノウハウ／ 役員の負担増／ 訪問活

動や会員の勧誘のやり方 

なし 

日の出 課題は特にない 身の丈に合った方法で、できることをしていく 
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町内会名 問 18 町内会運営にあたっての問題・課題 問 19 今後町内会運営に必要になること 

南町 

イベントや会議の開催・再開可否の判断基準／ 役員

間の情報共有・伝達のしづらさ／ 役員の交代に際し

ての活動等の引継ぎ 

- 

土器田 

イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準／ ソーシャルディスタンスの取れ

る活動場所の確保 

新型コロナ感染拡大で中止する場合もあるが、日程が

変更できるイベントであれば実施している 

西尾 
イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準 
- 

百石 

ソーシャルディスタンスの取れる活動場所の確保／ 

Zoom 等を活用したリモート会議ができるようなネッ

ト環境づくり／ 役員の交代に際しての活動等の引継

ぎ 

- 

城南 

イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準／ ソーシャルディスタンスの取れ

る活動場所の確保／ 町内会住民への情報提供の方法

／ 訪問活動や会員の勧誘のやり方／ 他の町内会と

の情報交換する機会の確保 

LINE 等ネット利用した情報伝達、共有 

大山 

イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準／ ソーシャルディスタンスの取れ

る活動場所の確保／ 各種活動にあたっての感染拡大

防止対策の方法・ノウハウ／ 役員の交代に際しての

活動等の引継ぎ／ 他の町内会との情報交換する機会

の確保 

- 

東尾 

イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準／ ソーシャルディスタンスの取れ

る活動場所の確保／ 役員の交代に際しての活動等の

引継ぎ 

イベントや活動の実施に於いて開催の可否判断基準 

河野 イベントや活動の実施 - 

横山 

イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準／ 各種活動にあたっての感染拡大

防止対策の方法・ノウハウ／ 訪問活動や会員の勧誘

のやり方 

- 

下管池 - - 

箕輪 イベントや会議の開催・再開可否の判断基準 
町内会役員の高齢化で ICT が活用できない。会議や行

事報告、会計処理に時間がかかる（コロナに関係なく） 

二本木 

イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準／ ソーシャルディスタンスの取れ

る活動場所の確保／ 各種活動にあたっての感染拡大

防止対策の方法・ノウハウ／ 役員の負担増／ 役員の

交代に際しての活動等の引継ぎ／ 規約改正の必要性

／ 訪問活動や会員の勧誘のやり方／ 他の町内会と

の情報交換する機会の確保／ 活動の未実施によって

生じた町内会費残額の使途 

市民協働課や隣接町内会との連携が特に必要と考え

る 

二本木 

イベントや会議の開催・再開可否の判断基準／ Zoom

等を活用したリモート会議ができるようなネット環

境づくり／ 役員間の情報共有・伝達のしづらさ／ 町

内会住民への情報提供の方法／ 訪問活動や会員の勧

誘のやり方／ 他の町内会との情報交換する機会の確

保 

電子回覧板、町内会会費の口座振替やコンビニ払い 

美園 

イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準／ ソーシャルディスタンスの取れ

る活動場所の確保／ 役員間の情報共有・伝達のしづ

らさ／ 各種活動にあたっての感染拡大防止対策の方

法・ノウハウ／ 町内会住民への情報提供の方法／ 役

員の負担増／ 役員の交代に際しての活動等の引継ぎ

／ 規約改正の必要性／ 訪問活動や会員の勧誘のや

り方／ 活動の未実施によって生じた町内会費残額の

使途 

他町内会の情報がほしい。コロナ対策案の情報 

二 本 木

新町 
イベントや会議の開催・再開可否の判断基準 

with コロナの中で、町民に質の高いサービスを提供し

ていくことが必要と思っている 
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町内会名 問 18 町内会運営にあたっての問題・課題 問 19 今後町内会運営に必要になること 

三 河 安

城 

イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準／ Zoom 等を活用したリモート会議

ができるようなネット環境づくり／ 各種活動にあた

っての感染拡大防止対策の方法・ノウハウ／ 町内会

住民への情報提供の方法／ 役員の負担増 

Zoom を活用し総会を開催すれば、多くの町民が参加で

きると思う。町内会に対する関心も多少深まると思う 

依佐美・

美 園 住

宅 

イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準 
- 

福釜 

イベントや会議の開催・再開可否の判断基準／ 各種

活動にあたっての感染拡大防止対策の方法・ノウハウ

／ 役員の負担増／ 役員の交代に際しての活動等の

引継ぎ 

コロナの様子の変化によるところが大きい。小さなサ

ークル活動の充実を図りたいと考えている 

赤松 
イベントや活動の実施／ 他の町内会との情報交換す

る機会の確保 
- 

古井 課題は特にない - 

古 井 新

町 

イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準／ 各種活動にあたっての感染拡大

防止対策の方法・ノウハウ／ 役員の負担増／ 規約改

正の必要性 

高齢者への支援（買い物、病院の付添、家の清掃、草

刈り等）。町内会未加入者の把握 

古 井 住

宅 

イベントや会議の開催・再開可否の判断基準／ 各種

活動にあたっての感染拡大防止対策の方法・ノウハウ

／ 町内会住民への情報提供の方法／ 規約改正の必

要性 

空気清浄機等を集会場に設置して、健康管理をした

い。後期高齢者が多いため 

石井 

イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準／ 各種活動にあたっての感染拡大

防止対策の方法・ノウハウ／ 町内会住民への情報提

供の方法／ 役員の負担増／ 役員の交代に際しての

活動等の引継ぎ／ 規約改正の必要性 

イベントを開催する判断基準を明確にしたい 

和泉 
Zoom 等を活用したリモート会議ができるようなネッ

ト環境づくり／ 役員の負担増 
現状に鑑みた臨機応変な対応 

榎前 

イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準／ 役員間の情報共有・伝達のしづ

らさ／ 各種活動にあたっての感染拡大防止対策の方

法・ノウハウ／ 役員の負担増／ 役員の交代に際して

の活動等の引継ぎ／ 他の町内会との情報交換する機

会の確保／ 活動の未実施によって生じた町内会費残

額の使途 

コロナ禍でも「できることは少しずつでも、できる方

法でやる」を合言葉に取り組むようにしている。なん

でも中止というのではいけないと思っている 

東端 

イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準／ ソーシャルディスタンスの取れ

る活動場所の確保 

県、市からの実施判断基準があいまい。実施する町内

会として判断が困る 

根崎 
イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準 
イベントの開催基準 

城ケ入 

イベントや会議の開催・再開可否の判断基準／ 各種

活動にあたっての感染拡大防止対策の方法・ノウハウ

／ 町内会住民への情報提供の方法 

この 3 年間行事ができなかったことにより、役員、町

民の考えが変わった。あえて行事をする必要があるの

かとか 

藤野 

イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準／ ソーシャルディスタンスの取れ

る活動場所の確保／ 役員間の情報共有・伝達のしづ

らさ／ 各種活動にあたっての感染拡大防止対策の方

法・ノウハウ／ 役員の交代に際しての活動等の引継

ぎ／ 訪問活動や会員の勧誘のやり方 

いつどこで感染するかわからない状況なので、町内の

イベントへの参加を控える傾向が強い。そんな中でも

公民館に足を運んでもらえるような工夫をする必要

があると感じている 

堀内町 

イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準／ 町内会住民への情報提供の方法

／ 役員の負担増／ 活動の未実施によって生じた町

内会費残額の使途／ 事業中止や縮小に関して「でき

ること」構築、仕組みができない  

外的要因に左右されにくい、概念や慣例に対して新し

い行事のしくみづくりしないと  

桜井北 
イベントや活動の実施／ 役員の交代に際しての活動

等の引継ぎ 
- 
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町内会名 問 18 町内会運営にあたっての問題・課題 問 19 今後町内会運営に必要になること 

城山 

イベントや会議の開催・再開可否の判断基準／ 役員

間の情報共有・伝達のしづらさ／ 町内会住民への情

報提供の方法 

- 

城向 
イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準 
特に思いあたる事はない 

桜 井 西

町 

イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準／ 各種活動にあたっての感染拡大

防止対策の方法・ノウハウ／ 規約改正の必要性 

市等で発表される感染症の状況を確認して町内会運

営等の実施を決定する 

東町 

イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準／ 各種活動にあたっての感染拡大

防止対策の方法・ノウハウ／ 役員の負担増／ 役員の

交代に際しての活動等の引継ぎ／ 規約改正の必要性 

「with コロナ時代」恐れすぎては、ますます閉じこも

りがちな生活になり、高齢者のフレイル状態が増え

る。慎重すぎるのもどうか？！と思う。長としては責

任もあり、開催の可否など悩むところである。私とし

ては前向きに進むべきだと考える 

姫小川 
イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準 
- 

舘出 

イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準／ ソーシャルディスタンスの取れ

る活動場所の確保／ Zoom 等を活用したリモート会議

ができるようなネット環境づくり／ 役員間の情報共

有・伝達のしづらさ／ 各種活動にあたっての感染拡

大防止対策の方法・ノウハウ／ 役員の負担増／ 役員

の交代に際しての活動等の引継ぎ／ 規約改正の必要

性／ 訪問活動や会員の勧誘のやり方／ 他の町内会

との情報交換する機会の確保／ 活動の未実施によっ

て生じた町内会費残額の使途 

市の方針と住民（町内会）の考え方の相違が多すぎる 

鹿乗 
イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準 
コロナ禍でのふれあい祭りのやり方、内容 

小川 

イベントや活動の実施／ ソーシャルディスタンスの

取れる活動場所の確保／ 役員の負担増／ 役員の交

代に際しての活動等の引継ぎ／ 他の町内会との情報

交換する機会の確保 

町内全体でのコミュニケーションをとるために。ふれ

あい祭りを行っていたが、人員が多く密になるため行

っていない。今後は集落ごとでの集まりで対応する

か、広い場所や駐車場の確保が必要であるため、防災

訓練に力をいれ、全員での集まりはできないが、集落

の共助に力を入れて行きたい 

三ツ川 

イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準／ 役員の交代に際しての活動等の

引継ぎ 

コロナのなかで出来るイベントの内容や実施方法の

検討 

- 

イベントや活動の実施／ イベントや会議の開催・再

開可否の判断基準／ 役員間の情報共有・伝達のしづ

らさ／ 各種活動にあたっての感染拡大防止対策の方

法・ノウハウ／ 町内会住民への情報提供の方法／ 役

員の負担増／ 役員の交代に際しての活動等の引継ぎ

／ 他の町内会との情報交換する機会の確保 

- 

Ａ Ｂ Ｃ

町内会 

イベントや活動の実施／ ソーシャルディスタンスの

取れる活動場所の確保／ 役員間の情報共有・伝達の

しづらさ 

- 

@ 役員間の情報共有・伝達のしづらさ - 
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３ 協働を推進するために必要なこと 

（１）自身の町内会以外の団体との協働の実態と意向 

問２０ 現在、町内会活動を、ボランティア団体、市民活動団体、他の町内会、事業者など、
あなたの町内会以外の団体と協働して実施していますか。 
（○印は１つだけ） 

   
問２１ 今後、町内会活動を進めていくうえで、他の団体と協働したいと思いますか。 

（○印は１つだけ） 
   
 

要
点 

他団体と「協働している」という町内会は 66.2％で、概ね３分の２を占めていま

す。前回調査（平成 28 年調査）と比べこの割合は 14.7 ポイント上昇しており、他

団体と協働する町内会が増加しています。 

他の団体と「協働したい」という町内会は 54.5％で、これは前回調査（平成 28年

調査）の 45.5％から 9.0ポイント上昇しています。 
 

協
働
の
実
態 

○ボランティア団体、市民活動団体、他の町内会、事業者などとの協働については、「協働

している」は 66.2％、「協働していない」は 33.8％で、「協働している」がおおよそ３分

の２を占めました（図 3-1-1）。 

○前回調査（平成 28 年調査）では、「協働している」は 51.5％と約半数でした。平成 28

年調査から今回調査までに 14.7ポイント上昇したことになります（図 3-1-1）。 

○特徴的と思われる主な協働の内容と協働相手は次表の通りです（表 3-1-1）。 
 

 

図 3-1-1 「町内会以外の団体との協働」（平成 28年調査との比較） 
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表 3-1-1 「特徴的と思われる主な協働の内容と協働相手」 

町内会名 協働している活動 協働相手 協働している活動 協働相手 協働している活動 協働相手 

里 消防団の共同運用 石橋町内会、

井畑町内会 

環境美化運動 石橋町内会、

井畑町内会、

（株）デンソ

ー 

- - 

井畑 猿渡川の清掃 里町、石橋町

内会 

里の自然を守る 里町、石橋町

内会 

- - 

石橋 石橋見守り委員会 東山地区社会

福祉協議会 

石橋支え愛委員会 東山地区社会

福祉協議会 

喫茶「陽だまり」 東山地区社会

福祉協議会 

柿𥔎 志貴連合町内会定

例会 

尾崎、宇頭茶

屋、橋目町内

会 

東山サミット 東栄、今本、

里、浜屋町内

会 

 - 

尾崎 志貴小学校行事へ

の参加（運動会、

志貴る田んぼ等） 

宇頭茶屋町内

会、柿崎町内

会、橋目町内

会 

青パト（志貴学区

内安全パトロー

ル） 

志貴連合、中

央精機、サカ

キバラコーポ

レーション 

空き缶、空き瓶、

回収運動 

JAあいち中央 

宇 頭 茶

屋 

運動会や敬老会な

ど 

志貴小学校区

の 4 町内会連

合 

盆踊りなど 東山中学校区

の 10 町内会

連合 

 - 

東栄 10 町内会の共同

事業実施 

東山中学校区

10 町内会 

- - - - 

今本 東山サミットとし

て情報交換 

名鉄除く北の

10 町内会 

- - - - 

今池 認知症の理解 地域（町内）医

院 

葬儀の形式、費用、

相続 

JA及び出雲葬

祭センター 

夏休み子ども宿題

教室 

町内小学校 

住吉 主に高齢者対象の

セミナー、健康づ

くり 

地区社協、包

括支援センタ

ー 

行事へのボランテ

ィアスタッフ 

中学校 - - 

篠目 独居の方の困りご

と相談 

篠目ボランテ

ィアネットの

会 

参加者の送迎（安

心キット確認） 

こころくばり - - 

別郷 空き家（空き地）

の分譲 

三井のリハウ

ス 

- - - - 

北山崎 資源回収 大岡町、高木

町 

- - - - 

高木 東部地区町内会の

情報交換 

東部会 資源回収 平貴三町 - - 

山崎 東部会定例会 東部地域 10

町内の町内会

長 

- - - - 

上条 学区町内会長の情

報交換会に定期実

施 

東部会会員 - - - - 

栄町 防災訓練 他 3 町内会 - - - - 

御幸 防災（避難）訓練 花 ノ 木 町 内

会、本町町内

会、栄町町内

会 

- - - - 

本通り - 子ども会 - 福祉委員会 - - 

相生 お茶のみサロンの

講師派遣 

社会福祉協議

会 

防災研修会や防災

訓練の講師等の派

遣 

危 機 管 理 課

（まちかど講

座） 

イベントにクッキ

ーを注文したり、

生徒さんが来てく

れる 

さくら学園 

末広 老人の日祝が会 南明治町内会

連合会 

南明治八幡社建設 南明治町内会

連合会 

末広公園、草刈り

とピクニック 

商工会議所及

び民間企業 

日の出 サロン会の協力 社協 - - - - 

百石 消防団活動等 南明治町内会

連合会 

- - - - 
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町内会名 協働している活動 協働相手 協働している活動 協働相手 協働している活動 協働相手 

城南 防災関係 ほっぷ 防災関係 近隣町内会 - - 

大山 福祉委員会 - - - - - 

横山 南明治町内会連合

会 

城南町と 11

町内会 

- - - - 

箕輪 町内会全体の運営

活動 

市民協働課 福祉関連事業 社会福祉協議

会 2 

施設の維持管理、

町内美化活動 

環境保全会 

二本木 町内会行事全般 特定の女性ボ

ランティア団

体 

公民館活動（健康

体操等） 

特定の女性ボ

ランティア団

体 

- - 

二本木 催事の手伝い 輪 地域の小学校や中

学生への支援 

リンク 町内会活動への支

援 

ボランティア

団体 

二 本 木

新町 

敬老会の支援 老人会 盆踊り 輪の会（婦人

部） 

交通警備 二本木消防団 

三 河 安

城 

ママのおしゃべり

サロン 

先輩ママの会 三河安城町コミュ

ニティセンターの

清掃 

お掃除の会 - - 

依佐美・

美 園 住

宅 

サロン活動 社会福祉協議

会 

見守り活動 愛知県住宅供

給公社 

三河安城フェスタ 三河安城フェ

スタ実行委員

会 

福釜 盆踊り大会 鼓舞 - - - - 

古 井 新

町 

福祉委員会 町内のデイサ

ービス、訪問

看護施設 

地域防災計画作成 NPOホップ、介

護施設、古井

住宅 

ふれあいサロン ボランティア

（町内人材登

録） 

石井 町内イベントの人

的支援 

町内ボランテ

ィアの会 

- - - - 

榎前 いろんなイベント

への協力 

ボランティア

ふれあいえの

き 

いろんなイベント

への協力 

公民館協力員

（ 評 議 員 の

OB） 

いろんなイベント

への協力 

大人のソフト

クラブ 

東端 イベントの企画運

営 

各種団体 サロン活動（高齢

者との） 

わかば会 - - 

城ケ入 町内行事の支援 アイシン（株） 町内行事の支援 中北薬局 町内行事の支援 ●猫の守る会 

藤野 桜井地区青色パト

ロール防犯 

全桜井地区町

内会 

桜井地区敬老祝賀

会 

桜井連合町内

会 

桜井地区総合体育

大会 

桜井連合町内

会 

堀内町 地区内他の町内会

との情報交換、連

携 

桜井地区連合

町内会 

福祉活動全般 社会福祉協議

会(桜井福祉

センター) 

町内会諸活動 老人クラブ、

子供会 

城向 敬老会、体育大会

などの解散 

桜井地区連合

町内会 

- - - - 

桜 井 西

町 

公園の草取り 城向町内会 - - - - 

東町 福祉（見守り対象

者や気になる人）

に対する支援とそ

の方法のサポート 

地区社協、包

括支援センタ

ー 

- - - - 

姫小川 桜井夏まつり 桜井地区連合

町内会（全 12

町内会） 

桜井地区総合体育

館 

桜井地区連合

町内会（全 12

町内会） 

敬老会 桜井地区連合

町内会（全 12

町内会） 

舘出 国際交流 各外国人 - - - - 

鹿乗 連合、敬老会、連

合体育大会他 

桜井連合町内

会 

おしゃべりサロ

ン、ハートフルケ

アセミナー 

桜井社会福祉

協議会 

桜井地区歴史保存

会 

桜井公民館 

小川 敬老会の支援 桜井地区連合

町内会 

総合体育大会 桜井徳連合町

内会 

- - 

三ツ川 防災計画策定作業 NPO 法人レス

キューストッ

クヤード 

桜井地区連合運動

会 

桜井地区全町

内会 

町内安全パトロー

ル 

桜井地区全町

内会 
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協
働
の
意
向 

○他の団体と「協働したい」という町内会は 54.5％です。実際に「協働している」町内会

は 66.2％（問 20）で、これより若干少ない状況です。なお、「協働したくない」という

町内会は、5.2％（４町内会）となっています（図 3-1-2）。 

○前回調査（平成 28 年調査）と比較すると、「協働したい」は 45.5％から 54.5％となっ

ており、9.0 ポイント上昇しています（図 3-1-2）。 

○「メリット、デメリットがあり、どちらとも言えない」という町内会が 24.7％と約４分

の１を占めています。協働のメリットを引出して、双方がメリットを得られる関係を築

いていけるようにサポートしていくことが課題であると考えられます（図 3-1-2）。 

 

図 3-1-2 「他団体との協働意向」（平成 28年調査との比較） 
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（２）協働したい団体 

（問 21で、他の団体と協働したいと回答した方へ） 

問２２ どのような団体と協働したいと思いますか。（あてはまるものすべてに○印） 

    上記の団体と協働して取り組みたい活動内容を簡単にご記入ください。 
   
 

要
点 

協働したい団体としては、「他の町内会」が 54.8％で最も高くなっています。次い

で、「ボランティア団体・市民活動団体」、「社会福祉協議会（地区社協含む）」がと

もに 45.2％です。協働したい団体として、「他の町内会」と回答した町内会は前回調

査（平成 28年調査）と比較して増加しています。 
 

全
体 

○「協働したい」と回答した 42 の町内会に対して、協働したい団体をたずねたところ、

「他の町内会」が 54.8％で最も高くなっています（図 3-2）。 

○次いで、「ボランティア団体・市民活動団体」および「社会福祉協議会（地区社協含む）」

がともに 45.2％となっています（図 3-2）。 

○回答は比較的少数にとどまっているものの、「民間企業」は 21.4％、「教育機関」は 14.3％、

「商工会議所」は 7.1％で、これらの団体と協働したいと考えている町内会もみられま

す（図 3-2）。 

○前回調査（平成 28 年調査）では、「他の町内会」は 43.3％でした。今回調査では 54.8％

となっており 11.5 ポイント増加しています。一方「社会福祉協議会（地区社協含む）」

は前回調査では 70.0％と最も高い割合を示していましたが、今回調査では 45.2％とな

り、24.8ポイント下がっています（図 3-2）。 

○他の団体と協働して取り組みたい活動内容を次表に整理します（表 3-2）。 

 

図 3-2 「協働したい団体」（平成 28年調査との比較） －複数回答－ 
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表 3-2 「協働したい活動内容」 

町内会名 協働したい団体 協働して取り組みたい活動内容 

井畑 2 猿渡川の清掃、里の自然を守る 

柿𥔎 2 - 

東栄 2,6 
地元企業から協力費として資金提供を受けているが、共に活動することがなかった。

今後検討したい 

今本 1,2,4 小中学校からのボランティア参加の受入れ。防災支援。子ども食堂への協賛 

住吉 7 次世代との交流機会が必要、行事への参画等 

篠目 7 - 

新田 1,2 - 

別郷 8 別郷町誌の編さんを教育機関と。町内の空き家、放棄地の利用を民間企業や JA と 

北山崎 2 自主防災訓練 

栄町 1,2,3 町内規模が小さいため外部の力を借りながら活動したい 

御幸 2,3 ①防災訓練②サロン会 

本町 3 地域の見守り活動、社会福祉の学習 

朝日町 3,5 - 

相生 1,2,3,5,6 - 

末広 1,2,3,4,5,6 
より多くの団体と連携を深めることにより、町内会活動を活性化したい（防災他、福

祉、子ども、町の美化他） 

日の出 1 町内会行事への協力 

百石 2 - 

城南 1,2,3,4 

以前より学区小学校（錦町、桜町等）、南中との連携を深め、子どもたちに関する多

くの活動、情報共有を行ってきたが、コロナにより希薄となってしまった。今後は連

携強化していきたい 

大山 2,3 - 

箕輪 6 
現在支援していただいている団体以外で今後、民間企業との協働が必要。新たな企画

及び資金面でも協力していただけると助かる 

二本木 1 町内会の催事への助言 

二本木新町 7 - 

三河安城 8  

依佐美・美園

住宅 
1,2,3 外国籍の児童のための入学、就学支援 

福釜 1 あ 

古井 1,3 - 

古井新町 1,2 - 

古井住宅 2 お祭り、スポーツ、麻雀大会等 

石井 1,3,6 町内イベントへの参加及び、共同事業の計画から活動支援 

和泉 2,6 - 

榎前 1 防災訓練等で協力してもらう 

東端 1,3 イベント等の新しい企画（地域住民の興味が持てる内容）。高齢者への視線の充実 

城ケ入 1,2,3,6 
広域的観点から、防災訓練を隣接町内会と取り組みたい。行政間を超えた、西尾市米

津町、南中根町との行事を前向きに進めている 

藤野 2 
桜井地区の全町内会が連携している桜井連合町内会の活動は情報交換の場としても

有効である 

堀内町 2,3 
前で回答した、コロナ等外因の影響を受けない、少ない新しい行事のあり方進め方に

ついて意見交換できると良い 

城山 3 - 

桜井西町 7 - 

東町 1,2,3,4 - 

舘出 8 市協に対する要望は特にない 

小川 2,3,6 
今まで通り、連合町内会と協働していく。民間企業と労災時の町内会と企業の役割を

明確にし、災害に備える 

三ツ川 3 高齢者の見守り活動と子供たちの交流の機会づくり 

- 1,2,3,4 町内会での祭りの実施、青パトの講習 
 
1. ボランティア団体・市民活動団体 

2. 他の町内会 

3. 社会福祉協議会（地区社協含む） 

4. 教育機関 

5. 商工会議所 

6. 民間企業 

7. 今のところ連携したい団体を特定できない 

8. その他 
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（３）協働する場合の期待される効果 

（問 21で、他の団体と協働したいと回答した方へ） 

問２３ 他の団体と協働する場合、どのような効果が期待できると考えますか。 

（あてはまるものすべてに○印） 
   
 

要
点 

協働の効果としては、「活動の活性化につながる」、「他の団体の専門性、ノウハウ

（やり方）を活かせる」への期待が大きくなっています。 
 

全
体 

○「協働したい」と回答した 42の町内会に対して、他の団体と協働する場合、どのような

効果が期待できるかをたずねたところ、「活動の活性化につながる」が 71.4％（30 町内

会）で最も高くなっています（図 3-3）。 

○次いで、「他の団体の専門性、ノウハウ（やり方）を活かせる」が 64.3％（27町内会）と

なっており、協働の効果としては､この２つへの期待が大きくなっています（図 3-3）。 

○前回調査（平成 28年調査）と比較すると、「活動の活性化につながる」は 8.1 ポイントの

上昇、「他の団体の専門性、ノウハウ（やり方）を活かせる」は 15.7 ポイントの低下とな

っています（図 3-3）。 

 

図 3-3 「協働する場合の期待される効果」（平成 28年調査との比較） －複数回答－ 
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（４）協働したくない理由 

（問 21で、他の団体と協働したくないと回答した方へ） 

問２４ どのような理由で協働したくないと考えますか。（あてはまるものすべてに○印） 
   
 

要
点 

「自分たちで活動が完結し、必要がない」、「活動が偏る恐れがあるから」、「他の

活動が圧迫される恐れがあるから」、「継続して活動することが期待できないから」

などが「協働したくない」理由としてあげられています。 
 

全
体 

○「協働したくない」と回答した４つの町内会に対してその理由をたずねたところ、「自分

たちで活動が完結し、必要がない」が２町内会、「活動が偏る恐れがあるから」、「他の活

動が圧迫される恐れがあるから」、「継続して活動することが期待できないから」、「その

他」がいずれも１町内会となっています（図 3-4）。 

 

図 3-4 「協働したくない理由」（平成 28年調査との比較） 
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４ 自由回答の結果（その他市民協働を推進するためのアイデアやご意見） 

町内会活動に関する無関心の広がり、役員の成り手不足など、町内会自身の問題解決が大きな問

題となっている。町内会の体力が落ちていく中で、協働を進めて行くには、正直負担が大きい。

現状を考えれば、町内会活動をよりスリムにしていくことで、町内会の体制維持を行っていく方

向に進んでいる。里町内会はまだまだ恵まれていると考えているが、市として町内会を強化する

対応を考えてもらい、その上で協働を推進してほしい。 

良い活動事例の紹介をしてほしい。 

市から町内会への依頼が多すぎる。行事の強制をするな。予算をつけるから実施して報告せよと

のこと。町内の人々は自由にしていて町内会の行事に参加する必要がない。質問、６町を１町と

見るとはどういうことか？ 

実施することが多すぎて手が回らない。もう少し余裕ができたら検討したいと思う。 

桜井地区は町内会独自の活動と他の町内会が連携して行う活動があり、いろいろな面で情報交換

もでき、良いと思う。 

町内会の活動は町民の安心、安全、暮らしやすいまちづくりが基本的であり、市の施行される情

報等で市役所、地域公民館、近隣の町内会等と連絡、協調でき、町内とのコミュニケーション、

サービス等の活動が重要と考え進めている。 

町民交流等、町民協働に置き換え活動している、あまり市民協働と意識していない。町民単位で

考えたい。行政は市民協働で考えてみては。 

町内会の構成の中で大、中、小と別けて小（100戸以下）等、最小限何が必要か等助力してほし

い。例えば、町内会の合併等も可能なのか、その方法は？活性化にはある程度の規模が必要で

は？栄町は現在、子ども会、老人会、公民館等無し。 

安城には 81の町内会がある。各町内会ではいろいろな問題があると思う。文章でのアンケート

だけでは、現状把握はむずかしいのでは。市の職員と町内会長とで１年に１度ぐらい面接しては

どうか。 

このアンケートこそネットで実施してほしい。 

他団体との協働を実施する場合、主催者である町内会がしっかりとした考えを持っていないと活

動目標の達成がむずかしくなる。 

安城市の各町内会に対する向き合い方について意見する。1年間の経験と他の町内会長の意見か

ら、担い手不足で苦慮している。60 歳代世代は、その前世代と異なり、年金支給が軽減されて

働かざるを得ない。町内会役員にも報酬、謝金が支給できる基盤が必要だが、市からの支援には

こうした考えが見られない。せめて、委託事務に見合う適正な負担を制度化する必要があると思

う。 

町内会、公民館、福祉センターの行事が似ており、お互いに足を引きあっているのではないか。

地区の行事カレンダーをつくりたいほど。 

町内会役員報酬に市の補助を希望する。 

高齢者名簿配布が一昨年より廃止されたが、刈谷市では継続している。この問題は個人情報の問

題ではなく、個々の自治体の考え方の問題である。名簿作成のため古希の会（70 歳）開いてい

きたい。 

他の団体が町内会に期待することなどを知りたい。 
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協働を実践している町内会は、どのような協働活動を実践しているのか。その情報を教えてほし

い。それらの情報をもとに検討し、町内会活動に有益であれば、取り組んでいきたい。協働する

ということが、未だよく理解できていないので、具体的な情報を発信してほしい。 

協働の意味を教えてほしい。 

町内会と行政のコミュニケーションを深めることが大事。アンケートをつくること、集計するこ

とが目的とならないようしてほしい。 

市が町内会入会へのＰＲの強化。民間企業への町内協力を推進してほしい。現在の町内会活動を

実施するのに精一杯で新たな推進活動までのアイデアがむずかしい。 

問が多すぎる。 

回覧、ポスター掲示、情報誌への掲載や、いろんな集会の場を活用して、常に情報発信、周知に

心がけることが欠かせない。 

敬老会活動を行う上で名簿が必要。開示してほしい。 

諸外国で町内会のような組織はあるのか。あればどのような活動をしているのか知りたい。町内

会を運営するのになり手がなく、入らなくても困らないので、非常に苦労している。どうしたら

良いか日々考えていることが取組かも？ 

市役所のさまざまな部署と交渉する機会が多いが、市民課や福祉課と比べ旧態依然のまま、お役

所仕事的で、親切ではなく、教えてくれない場合も多い。特にこちらの知識がないところから、

聞かれないことは教えない。手間のかかることはやらない場合が多い。市民協働の考えのもと

に、相談に乗ったり、間に入ってくれる課がほしい。 

町内会活動に役立つ研修を計画してほしい。例パソコン研修、個人情報の取り扱い等。 

少子高齢化で世代交代が進まない。役員はアナログが多い。対面でコミュニケーションをとるの

が最善と考えている。デジタル化が進めばそれはそれでいいのだろうか。メリット、デメリット

もある。 

個人情報が多いため、制約があり、避難行動要支援者台帳がほとんど活用できていない（近隣の

方への周知等に使えない）。 

町内会は町内だけの活動では済まない部分が多いと感じる。広く交流して多くの人、団体、他町

内会、地域の学校と知りあっておくことは大変重要であると思う。そこから次の世代につながる

アイデア等得られることは多いと思う。 

ICT の質問をしているのに、紙で送ってくるのが判らない。 

推進では無いが、町内会は多忙過ぎる。学校や公民館、社協などの会議や行事で時間を取られ

る。町内会は市役所の下請け扱いである。これでは、次の町内会会長のなり手がない。今のまま

では、町内会は衰退してしまう。どうでも良い人材しか集まらない。 

市役所と町内会のやり取りの一元化と簡略化、報告書を求めない支援対応の在り方の模索。 

町内会活動役員軽減。①定期総会の資料のモデル版を作成頂き、フォーマット化し共有②住民登

録台帳作成管理について同じくフォーマット化し共有化作業効率化③イベント、行事の企画運用

管理について町内会相互で閲覧して必要であれば流用できるようなデータのサーバー管理(市役

所)④各種申請報告資料から押印廃止しメール等で提出できるように改善。市役所各部署への直

接持ち込みの工数、紙やエネルギーの削減(但しネット申請等で若干の補助は欲しい)⑤新規の行

事以外慣例化行事は一同に参画しなくて会議等の削減(ZOOM 活用) ⑥ゴミステーションについて
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は、設置管理方法で良い事例を開示して美化、カラス対策の共有化,標準化 (できれば補助対象

化)⑦別の調査であった女性の参画できる気運盛上げや実施例を紹介して頂きたい。 
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資料 調査票 

安城市 市民協働に関するアンケート 
～第３次安城市市民協働推進計画策定に関する調査（町内会対象）～ 

《ご協力のお願い》 

日頃から市政へのご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。安城市では、

市民協働によるまちづくり※を推進するため、平成３０年に策定した「第２次安城市市民協働

推進計画」を改訂し、「第３次安城市市民協働推進計画」を令和５年度中に策定する予定です。 

今回の調査は、市民協働によるまちづくりを推進する施策を検討するための基礎データを

得ることを目的に実施します。それ以外の目的に使うことはありません。回答はすべて統計

的に処理しますので、回答された方や地域にご迷惑をおかけするようなことはありません。 

また、昨年度より町内会を対象としたアンケートが続いておりますこと誠に申し訳ござい

ません。それぞれに異なる目的で調査を実施するため、重ねてのお願いとなっております。

お忙しいところを誠に恐縮ですが、本調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますよ

う、よろしくお願いいたします。 
  
※「市民協働によるまちづくり」とは、市民、地域団体（町内会など）、市民活動団体、

事業者、市が、お互いに助け合い、協力し合って、誰もが幸せに暮らし続けられる

まちづくりを行うことです。  

令和４年９月            

 安城市長 神 谷  学 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ＜問合せ先＞ 

    安城市役所 市民生活部 市民協働課（担当：浅井、杉浦） 

    ＴＥＬ：０５６６－７１－２２１８  ＦＡＸ：０５６６－７２－３７４１ 

    Ｅメール：kyodo@city.anjo.lg.jp 

  

回答期限：令和４年９月２７日（火） 

〈回答方法〉 

●回答期限までに、①又は②のどちらかの方法でご回答ください。 

①Ｗｅｂページから入力 

右のＱＲコードからＷｅｂページにアクセスし、ご回答ください。 

Ｗｅｂでご回答いただいた方は、本調査票の郵送は不要です。 

 （Ｗｅｂシステムの管理は、一般社団法人地域問題研究所に委託しています。） 

②調査票に記入 

調査票に回答を直接記入し、同封の返信用封筒（切手不要）に入れてご投函ください。 

〈回答にあたって〉 

●回答は、町内会長がご記入下さい。何らかのご事情により、町内会長が記入できない場合

には、副会長・職務代理の方などが代筆してください。 
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◆「市民協働」とは？ 

 各地域に存在する「地域の課題」を解決するために、市民、町内会などの地域団体、市民活動団体、

事業者、市が、それぞれの特性を生かして補完し合い、協力しながら、課題の解決に向けて活動をする

ことです。 

◆「協働」するメリットは？ 

 協働においては、それぞれの主体が、自分の得意分野を持ち寄り、また、他者の不得意な分野を補

いながら活動するため、単独では得ることのできなかった、大きな成果を得られることがあり、そのこ

とが町内会、市民活動団体の活性化につながり、結果として課題の解決につながる可能性がありま

す。市民にとっては、団体の活動が活性化し、地域の課題が解決することで、暮らしやすい地域がつく

られることがメリットとなります。 

【協働のイメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協働ってどうして必要なの？ 
 

市 民 

市民活動団体 
・活動の活性化、やりがい、生きがい 

・団体の信頼性と知名度の向上 

・新たなきずなづくり 

 

地域団体（町内会など） 

・  

・町内会活動担い手の確保 

・新たなきずなづくり 

事業者 

・社会貢献によるイメージアップ 

・従業員の連携、協力意識の向上 

行政 
・まちづくりの推進 

・複雑化するニーズへの対応 

だれもが幸せに暮らし続けられるまち 

協働の成果 ・地域課題の解決 

           ・地域の活性化   など 

 

協働 

協働 

協
働 

協
働 

協働 
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安城市 市民協働に関するアンケート（町内会対象） 調査票 

 

Ⅰ．町内会の組織についておたずねします。 

※今回調査における「町内会（活動）」には、町内会だけでなく自主防災組織、福祉

委員会等の活動も含めて、ご回答下さい。 

町内会名をご記入ください 

                   町内会・自治会 

問１ 現在の町内会長の在職年数は何年ですか。（○印は１つだけ） 

1. １年未満 

2. １年以上３年未満 

3. ３年以上５年未満 

4. ５年以上 10年未満 

5. 10年以上 

 

問２ 町内会の役員の選出はどのように行っていますか。 

（あてはまるものすべてに○印） 

1. 立候補、又は他人からの推薦  ⇒問３へ 

2. 順番に役職が回ってくる（輪番制） 

3. その他（具体的に：              ） 

                          

 

1. 投票 

2. くじ引き 

3. その他 （具体的に：            ） 

問４ 町内会への加入率はどのような状況ですか。（○印は１つだけ） 

1. かなり増加傾向にある 

2. 微増傾向にある 

3. ほぼ横ばいである 

4. 微減傾向にある 

5. かなり減少傾向である 

 

問５ 町内会に加入しない世帯では、どのようなことが未加入の理由として多いと思われま

すか。 

（あてはまるもの２つまで○印） 

1. 近所付き合いがわずらわしいから 

2. 加入しなくても困らないから 

3. 町内会活動に関心がないから 

4. 役員になりたくないから 

5. 会費を払いたくないから 

6. 高齢により活動に参加できないから 

7. アパート住まいで短期の居住になるから 

8. わからない 

9. その他  

（具体的に：                     ） 

（問２で「１」と回答した方にうかがいます） 

問３ 候補者が複数いた場合の決定方法は

次のどれですか。（○印は１つだけ） 
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問６ 町内会への加入を促進するために行っていることがありますか。（あてはまるものすべてに○印） 

1. 未加入世帯者や転入者に口頭で加入を呼びかけている 

2. 未加入世帯や転入者にチラシを作成し配布している 

3. ポスターやチラシを掲示板等に掲示している 

4. 事情に応じて役員や会費等の負担を軽減している 

5. その他 （具体的に：                                          ） 

6. 行っていることは特にない 

問７ 町内会において、現在どのような活動に取り組んでいますか。（あてはまるものすべてに○印） 

１． 防火・防災 

２． 防犯・交通安全 

３． 清掃・衛生 

４． 地域施設の維持・管理 

５． 祭り・盆踊り 

６． 運動会・スポーツ大会 

７． 自然環境の保護 

８． まちの美化（花壇づくり等） 

９． ごみの減量・リサイクル 

10. 子育ての支援 

11. 青少年育成 

12. 障害者の支援 

13. 高齢者介護の支援（見守り・サロン活動等） 

14. 多文化共生※ 

15. 歴史・文化の継承 

16. 生涯学習 

17. 健康づくり 

18. 男女共同参画の推進 

19. 子どもの貧困に関すること 

２０． 若者のひきこもりの問題 

21． わからない 

22． その他（具体的に                 ） 

※多文化共生とは、地域に暮らす外国の人たちと、互いの文化的な違い
を認め合い、対等な関係を築きながら、共に生きていくこと。 

問８ 問７で回答した活動分野の中で、最も自慢できる、又は力をいれている特徴的な活動

は何ですか。主なもの３つについて、「活動分野の番号」と「具体的な活動の名称」、

「その活動の概要」を下欄ご記入ください。 

問７の活動分野

の番号を記入 
具体的な活動の名称 特に力をいれている特徴的な活動の概要（簡単に） 
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問９ 町内会においてどのような内容の情報を発信していますか。（あてはまるものすべてに○） 

情報発信の 

内容 

1. 町内会行事の予定 

2. 町内会行事の結果 

3. 総会の議事録 

4. 町内会の役員名 

5. その他（具体的に：            ） 

6. 情報発信していない 

問１０ 町内会の情報はどのような媒体で住民の皆さんに発信していますか。 

（あてはまるものすべてに○印） 

1. 紙媒体で発信している 

（回覧板・ポスター等）  

2. インターネットで発信している ⇒問１１へ 

3. 発信していない 

 

 

 

1. ホームページ 

2. ブログ 

3. Facebook等のＳＮＳ 

4. その他 （具体的に：            ） 

 

問１２ 町内会活動では、以下のようなＩＣＴ（情報通信技術）を導入・利用していますか。 

（あてはまるものすべてに○印） 

1. 会議や行事の案内通知におけるメールの利用 

2. 資料作成におけるワードやエクセル等の利用 

3. 町内会ホームページの作成 

4. 町内会会員同士の連絡におけるメールの利用 

5. 町内会会員同士の連絡におけるＳＮＳ（ＬＩＮＥや Facebookなど）の利用 

6. Ｚｏｏｍ等を活用したリモート会議の導入 

7. 町内会でのパソコンの保有・利用 

8. 町内会の施設（町内公民館）におけるWi-Fiの設置 

9. その他（具体的に：                                         ） 

10.  上記のようなＩＣＴの導入・利用はしていない 

 

  

（問 10で「２」と回答した方にうかがいます） 

問１１ それは次のどれですか。 

（あてはまるものすべてに○印） 
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問１３ 町内会活動におけるＩＣＴ（情報通信技術）の活用に関する支援策として必要だと思

うことは何ですか。（あてはまるものすべてに○印） 

1. Ｚｏｏｍ等を活用したリモート会議の実施方法に関する講座の開催 

2. ＳＮＳ（ＬＩＮＥや Facebookなど）の使い方の講座の開催 

3. ワードやエクセル等の操作に関する講座の開催 

4. ＩＣＴに関する基礎知識を学ぶ講座の開催 

5. 行政手続きの電子申請等に関する講座の開催 

6. ＩＣＴを有効活用して町内会活動をしている町内会の紹介 

7. パソコンやプリンターなどＩＣＴ機器の導入支援 

8. Wi-Fi関連機器の設置に対する支援 

9. その他（具体的に：                                         ） 

10.  特にない 

問１４ 町内会活動を行ううえで課題となっていることはありますか。 

（あてはまるものすべてに○印） 

１. 役員のなり手が不足している 

２. 役員が高齢化している 

３. 役員の負担が多い 

４. 未加入世帯が増加している 

５. 会員（地域全体）が高齢化している 

６. 地域住民の活動に対する関心が年々

低下している 

７. 特定の会員しか運営、行事に関わらない 

８. 新旧住民や世代間の交流が難しい 

９. 活動費が不足している 

10. 相談する場所、窓口がない 

11. イベント等の企画の仕方が分からない 

12. 活動・行事がマンネリ化している 

13. 町内会規模が小さく会員が少ないため

活動が難しい 

14. プライバシー保護の観点から実態がつか

みきれず相互扶助活動に支障が出ている 

15. 他の地域や組織との連携が弱い 

16. 市からの依頼事項が多い 

17. 役員の引き継ぎが上手くいっていない 

18. 事業を行うためのノウハウがなく、何を

どのようにしたらいいのか分からない 

19. その他（具体的に：             ） 

20. 特に課題はない 

問１５ 上記の課題に対して、何か取り組まれていることがあれば、ご記入ください。 
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Ⅱ．新型コロナウイルス感染症による影響についておたずねします。 

問１６ 新型コロナウｲルス感染症拡大に伴い、町内会で取り組む活動の中で特に影響を受け

た活動分野は何ですか。（あてはまるものすべてに○印） 

１． 防火・防災 

２． 防犯・交通安全 

３． 清掃・衛生 

４． 地域施設の維持・管理 

５． 祭り・盆踊り 

６． 運動会・スポーツ大会 

７． 自然環境の保護 

８． まちの美化（花壇づくり等） 

９． ごみの減量・リサイクル 

10. 子育ての支援 

11. 青少年育成 

12.  障害者の支援 

13.  高齢者介護の支援（見守り・サロン活動等） 

14.  多文化共生 

15.  歴史・文化の継承 

16.  生涯学習 

17.  健康づくり 

18.  男女共同参画の推進 

19.  子どもの貧困に関すること 

20.  若者のひきこもりの問題 

21.  わからない 

22.  その他（具体的に                 ） 

問１７ 問１６で回答いただいた新型コロナウイルス感染症によって活動に影響を受けたこ

とで、現在（あるいは今後また新型コロナウイルス感染症が拡大した時に）、懸念さ

れることは何ですか。（あてはまるものすべてに○印） 

1. 地域のコミュニティ・連帯感の衰退 

2. 情報共有・コミュニケーションの希薄化 

3. 要支援者や生活困難者へのアプローチができないこと 

4. 地域の安心・安全が守られないこと 

5. 町内会加入世帯数の減少 

6. その他 （具体的に：                                        ） 

7. 懸念されることは特にない 
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問１８ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、町内会運営にあたってみえてきた問

題・課題として現在感じられていることは何ですか。（あてはまるものすべてに○印） 

1. イベントや活動の実施 

2. イベントや会議の開催・再開可否の判断基準 

3. ソーシャルディスタンスの取れる活動場所の確保（町内会事務所が無いなど） 

4. Zoom等を活用したリモート会議ができるようなネット環境づくり 

5. 役員間の情報共有・伝達のしづらさ（メールや SNSなどの ICTが使えないなど） 

6. 各種活動にあたっての感染拡大防止対策の方法・ノウハウ 

7. 町内会住民への情報提供の方法 

8. 役員の負担増 

9. 役員の交代に際しての活動等の引継ぎ 

10.  規約改正の必要性 

11.  訪問活動や会員の勧誘のやり方 

12.  他の町内会との情報交換する機会の確保 

13.  活動の未実施によって生じた町内会費残額の使途 

14.  その他 （具体的に：                                        ） 

15.  課題は特にない 

問１９ 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中、これからの町内会運営において考え

ておられることや必要になると思われることは何ですか。 
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Ⅲ．協働を推進するために必要なことについておたずねします。 

問２０ 現在、町内会活動を、ボランティア団体・市民活動団体、他の町内会、事業者など、

あなたの町内会以外の団体と協働して実施していますか。（○印は１つだけ） 

1. 協働している 2. 協働していない 

 

⇒「1.協働している」と回答した方は、特徴的と思われる主な活動の内容、協働相手の団体 

名を３つまでご回答ください。 

活動の内容（具体的に） 協働相手 

1.   

2.   

3.   

問２１ 今後、町内会活動を進めていくうえで、他の団体と協働したいと思いますか。 

（○印は１つだけ） 

１． 協働したい 

２． 協働したくない 

３． メリット、デメリットがあり、どちらとも言えない 

４． 協働がわからない 

⇒ 問２２、２３へ 

⇒ 問２４へ 

 

 

（問２１で「１.協働したい」と回答した方にうかがいます） 

問２２ どのような団体と協働したいと思いますか。（あてはまるものすべてに○印） 

1. ボランティア団体・市民活動団体 

2. 他の町内会 

3. 社会福祉協議会（地区社協含む） 

4. 教育機関 

5. 商工会議所 

6. 民間企業 

7. 今のところ連携したい団体を特定できない 

8. その他 （具体的に：            ） 

上記の団体と協働して取り組みたい活動内容を簡単にご記入ください。 
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（問２１で「１.協働したい」と回答した方にうかがいます） 

問２３ 他の団体と協働する場合、どのような効果が期待できると考えますか。 

（あてはまるものすべてに○印） 

1. 他の団体の専門性、ノウハウ（やり

方）を活かせる 

2. 町内会の活動の担い手が増える 

3. 若い世代との交流の機会が生まれる 

4. 新たな事業展開が可能となる 

5. 活動の活性化につながる 

6. 町内会組織の体制の改善が期待できる 

7. その他 

（具体的に：                ） 

 

（問２１で「２．協働したくない」と回答した方にうかがいます） 

問２４ どのような理由で協働したくないと考えますか。（あてはまるものすべてに○印） 

1. 活動が偏る恐れがあるから 

2. 他の活動が圧迫される恐れがあるから 

3. 継続して活動することが期待できないから 

4. どんな団体が市内にあるのか情報がないから 

5. 協働相手となる団体が市内には存在しないから 

6. 自分たちで活動が完結し、必要がないから 

7. その他 

（具体的に：                                            ） 
 

（すべての方にうかがいます） 

問２５ その他市民協働を推進するためのアイデアやご意見など、何でも自由にお書き下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートは以上で終わりです。 

ご協力いただきありがとうございました。 

同封の返信用封筒に入れ、ポストに投函してください。 

 


